
続命院の創置とその経済的基盤(西別府)

続
命
院
の
創
置
と
そ
の
経
済
的
基
盤

は

じ

め

に

中
央
集
権
国
家
と
し
て
誕
生
し
た
日
本
の
古
代
国
家
は
、
地
域
性
の

否
定
と
画
一
性
の
強
要
を
そ
の
特
徴
と
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
政

権
継
承
者
た
ち
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
続
日
本
紀
』
以
下
の
正
史
に

は
、
画
一
化
の
代
名
詞
と
し
て
の
「
徳
化
」
浸
透
の
対
象
と
し
て
の
地

域
し
か
麦
現
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
り
、
地
域
の
独
自
性
は
極
め
て
希
薄

な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
近
年
日
本
列
島
の
各
地
で
展

開
さ
れ
る
埋
蔵
文
化
財
の
調
査
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
の
歴
史
的
調
査

は
、
各
時
代
に
お
け
る
地
域
の
個
性
の
存
続
と
継
承
と
い
う
事
実
を
具

体
的
に
表
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
、
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
個
性
を
め
ぐ
る
ギ
ャ
ッ
プ
を
、

ど
の
よ
う
に
埋
め
て
い
く
の
か
。
こ
れ
が
、
現
代
の
歴
史
研
究
者
に
課

せ
ら
れ
た
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
ま

で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
、
筆
者
は
か
つ
て
佐

(
1
)

渡
を
事
例
に
、
古
代
地
域
史
研
究
の
方
法
を
模
索
し
、
改
め
て
現
地
を

西
別
府
　
　
元

日

「
歩
く
」
こ
と
の
重
要
性
を
痛
感
し
た
。
文
献
史
料
の
行
間
・
紙
背
に

隠
さ
れ
て
い
る
真
実
を
析
出
し
、
地
域
性
に
接
近
す
る
手
段
と
し
て
の

フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
の
方
法
論
を
歴
史
学
の
立
場
か
ら
確
立
す
る
こ
と
が

必
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に

た
っ
て
、
九
世
紀
の
西
海
道
に
現
出
し
た
ひ
と
つ
の
歴
史
事
象
を
と
り

あ
げ
、
文
献
史
料
と
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
と
の
相
互
媒
介
的
理
解
の
方
途

を
模
索
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
古
代
西
海
道
は
、
そ
の
地
理
的
位
置
か
ら
、
列
島
諸
地

域
の
な
か
で
も
極
め
て
特
異
な
地
域
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ

ゆ
え
に
、
西
海
道
諸
国
を
統
率
す
る
大
牢
府
を
中
心
と
し
た
政
治
的
動

向
は
、
比
較
的
豊
富
に
正
史
類
に
も
記
述
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
を
解
釈
す
る
研
究
者
の
側
に
、
地
域
の
独
自
性
と
歴
史
的
課
題
を

考
究
す
る
意
識
が
乏
し
く
、
安
易
に
「
中
央
」
地
域
の
史
的
展
開
に
ひ

き
つ
け
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
方
法
論
の
弱
さ
も
重
な
っ
て
、
十
分
に

個
々
の
歴
史
事
象
の
意
味
を
理
解
す
る
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
か
つ

て
筆
者
は
公
営
田
の
創
設
を
素
材
に
、
こ
う
し
た
傾
向
へ
の
疑
問
を
提

、

1

-

、

示
し
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
方
法
の



模
索
と
い
う
課
題
は
、
そ
の
素
材
の
性
格
も
あ
っ
て
極
め
て
不
十
分
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

本
稿
で
は
、
公
営
田
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
歴
史
事
象
で
あ
る
続
命
院
と

い
う
施
設
を
分
析
の
対
象
と
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
方
法
論
的
課
題
へ

の
回
答
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
西
海
遺
諸
地
域
の

研
究
の
な
か
で
も
、
比
較
的
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
続
命
院
の
実
像
を

考
察
し
、
か
つ
こ
れ
を
通
し
て
九
世
紀
前
半
の
西
海
道
の
歴
史
的
動
向

の
一
端
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
統
命
院
の
創
設
と
そ
の
背
景

(
〓
　
小
野
号
守
と
続
命
院

続
命
院
は
、
良
更
と
し
て
高
名
な
小
野
峯
守
が
大
宰
大
弐
在
任
中
に

設
置
し
た
施
設
で
あ
る
。
そ
の
創
置
に
関
し
て
は
、
す
で
に
倉
住
靖
彦

(
2
)

氏
の
委
曲
を
尽
く
し
た
研
究
が
あ
る
が
、
若
干
補
考
す
べ
き
事
項
も
あ

る
の
で
、
煩
を
厭
わ
ず
基
礎
史
料
と
も
い
う
べ
き
『
続
日
本
後
紀
』
承

和
二
年
十
二
月
奨
酉
条
を
掲
げ
、
そ
の
検
討
か
ら
は
い
り
た
い
。

奨
酉
。
故
参
議
刑
部
卿
従
四
位
上
小
野
朝
臣
等
守
。
前
為
二
大

宰
大
弐
一
時
建
二
続
命
院
一
虞
一
。
以
備
二
往
来
之
宿
舎
一
。
但
不
レ

籍
二
公
力
一
。
恐
不
レ
得
二
長
存
一
。
乃
叙
二
本
憲
一
。
具
修
二
解
文
一

日
。
管
九
国
二
嶋
之
民
。
或
公
戎
私
。
往
来
相
続
。
其
求
軽
老
暫

経
二
時
月
一
。
其
事
重
老
意
レ
歳
始
還
。
客
コ
宿
於
府
倉
之
下
一
。

賃
コ
寄
於
問
閻
之
問
一
。
若
至
二
疾
病
纏
レ
身
。
手
足
不
了
随
。
官

司
督
察
。
非
二
養
レ
病
之
庭
一
。
主
家
争
超
。
皆
忌
レ
死
之
人
。
遂

使
下
露
コ
臥
道
路
一
。
暴
利
死
風
霜
上
。
縦
有
三
時
得
二
症
愈
一
。
亦

以
二
飢
寒
一
死
者
。
十
而
七
八
臭
。
見
二
其
如
了
此
。
心
探
救
他
。

柳
建
二
続
命
院
一
庭
一
。
桧
皮
葺
屋
七
芋
。
鼎
一
口
。
墾
田
百
十
四

町
。
以
擬
レ
救
二
飢
病
一
。
有
レ
志
無
レ
カ
。
庶
コ
幾
万
二
。
地
隔

人
遠
。
執
検
難
レ
周
。
転
以
属
レ
人
。
更
増
二
疎
廃
一
。
若
遂
不
レ

因
二
公
力
一
。
恨
二
心
願
之
徒
己
一
。
伏
望
。
令
下
二
府
監
或
典
一
人
。

及
観
音
寺
講
師
一
。
勾
申
当
其
事
上
。
相
替
之
日
。
一
事
己
上
。
皆

依
レ
実
勘
附
。
若
不
レ
加
二
修
理
一
。
令
レ
致
二
破
損
一
。
及
非
法
費

用
之
類
。
並
以
二
官
法
一
論
。
末
レ
及
二
上
聞
一
。
琴
守
物
故
。
其

家
就
二
大
臣
一
。
迫
以
陳
請
。
勅
報
日
。
思
レ
撫
二
黎
唯
一
。
不
レ
忘
二

璧
窺
一
。
宇
鯨
望
遠
。
無
レ
閻
二
控
告
一
。
見
二
此
奨
納
一
。
愛
知
二

忠
旺
光
一
。
宜
下
速
令
二
所
司
一
件
七
允
レ
所
レ
請
。
勾
当
之
官
。
還
啓

之
日
。
与
二
奪
解
由
一
。
一
准
二
国
司
一
。

こ
の
史
料
は
、
小
野
琴
守
に
よ
る
続
命
院
設
置
の
経
緯
と
そ
の
没
後

の
管
理
の
変
更
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
簡
単
に
小
野
琴
守
と

い
う
人
物
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
琴
守
は
、
古
代
雄
族
で
あ
る

小
野
氏
の
嫡
流
で
あ
る
。
琴
守
の
子
笠
の
荒
伝
に
「
琴
守
。
弘
仁
之
初

為
二
陸
奥
守
一
。
笠
随
レ
父
客
遊
。
便
二
於
按
鞍
一
。
後
軍
一
京
師
一
。
不
レ

事
二
学
業
一
。
嵯
峨
天
皇
聞
レ
之
。
歎
日
。
既
為
二
共
人
之
千
一
。
何
還

一

-

)

為
二
弓
馬
之
士
一
平
。
笠
由
レ
是
惜
悔
。
乃
始
志
レ
学
」
と
み
え
、
尚
武

の
家
柄
な
が
ら
好
学
の
官
吏
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
琴
守
自
身
は

諸
国
司
を
歴
任
し
、
弘
仁
十
三
年
(
八
二
二
)
　
三
月
に
・
参
議
・
大
字
大

弐
に
就
任
、
天
長
五
年
(
八
二
八
)
　
に
大
字
大
弐
を
辞
し
勘
餌
由
長
官

l・、こ

・
刑
部
卿
と
な
っ
た
の
ち
、
天
長
七
年
四
月
に
死
去
し
て
い
る
。



続命院の創置とその経済的基盤(西別府)

史
料
に
よ
れ
は
、
続
命
院
は
大
字
大
弐
在
職
中
の
小
野
琴
守
が
、
公

私
の
所
用
で
大
宰
府
に
逗
留
す
る
人
々
の
た
め
に
設
置
し
た
も
の
で
、

存
命
中
の
琴
守
が
解
文
を
提
出
し
て
、
そ
の
公
的
管
理
を
要
請
し
て
い

(
6
)

た
が
果
た
せ
ず
、
琴
守
死
去
の
後
、
家
族
が
琴
守
の
意
志
を
大
臣
(
お

そ
ら
く
は
右
大
臣
清
原
夏
野
)
　
に
上
申
し
、
そ
の
奏
上
の
結
果
、
天
皇

の
裁
可
を
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、
続
命
院
設
置
と
管
理
移
管
の
こ
と
は
、
『
煩
累
三
代
格
』
巻

十
二
の
承
和
二
年
十
二
月
三
日
官
符
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
官
符

は
存
命
中
の
琴
守
解
を
引
用
す
る
の
み
で
、
琴
守
没
後
の
家
族
の
上
申

に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
い
っ
ぼ
う
官
符
で
は
、
事
書
注
文
と
し
て
「
続

命
院
一
虞
在
大
宰
府
南
部
」
「
桧
皮
葺
屋
七
宇
鼎
一
口
」
「
墾
田
百
十
四
町
国

郡
操
里
坪
着
在
別
巻
」
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
引
用
史
料
で
は
「
続
命

院
一
庭
」
「
桧
皮
茅
屋
七
宇
鼎
一
口
」
「
墾
田
百
十
四
町
」
が
本
文
中
に

織
り
込
ま
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
『
頬
界
三
代
格
』
と
『
続
日
本
後

紀
』
の
表
現
上
の
相
違
は
、
編
纂
の
趣
旨
の
相
違
に
も
と
づ
く
と
考
え
、

以
後
の
考
察
で
は
、
両
者
を
複
合
的
に
利
用
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

二
つ
の
史
料
を
詳
細
に
検
討
さ
れ
た
倉
住
氏
は
、
琴
守
に
よ
る
続
命

院
の
建
置
を
天
長
元
年
前
後
と
さ
れ
、
建
置
は
個
人
的
立
場
か
ら
な
さ

れ
た
も
の
で
大
宰
府
政
庁
は
直
接
に
は
無
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
、
大
牢

府
が
政
治
・
経
済
・
文
化
の
中
心
で
あ
り
な
が
ら
釆
府
す
る
旅
行
者
が

極
め
て
劣
悪
な
環
境
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
、
建
匿
と
運
営
の

時
期
は
弘
仁
十
三
年
の
疫
病
流
行
な
ど
早
急
な
対
応
に
迫
ら
れ
て
い
た

こ
と
、
続
命
院
に
付
与
さ
れ
た
墾
田
は
大
弐
た
る
琴
守
に
よ
っ
て
公
営

田
設
置
と
い
う
よ
う
な
管
内
諸
国
田
畝
の
再
検
討
の
な
か
で
付
与
さ
れ

た
こ
と
、
そ
の
墾
田
は
諸
国
に
分
散
所
在
し
て
お
り
福
岡
県
京
都
郡
犀

川
町
お
よ
び
佐
賀
県
三
養
基
郡
三
根
町
の
続
命
院
と
い
う
地
名
は
墾
田

に
由
来
す
る
こ
と
、
続
命
院
は
大
宰
府
に
特
有
の
も
の
で
政
庁
周
辺
の

は
る
か
南
方
で
長
丘
駅
に
隣
接
す
る
筑
紫
野
市
俗
明
院
周
辺
に
位
置
し

て
い
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

倉
住
氏
の
指
摘
さ
れ
た
諸
点
の
多
く
は
大
局
的
に
は
正
鵠
を
え
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
建
置
の
事
情
、
と
り
わ
け
弘
仁
・
.
天
長
期
の
大

牢
府
を
め
ぐ
る
状
況
や
墾
田
集
積
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て
は
、
補
足
と

事
実
の
解
明
が
可
能
で
あ
る
。
以
下
本
節
で
は
弘
仁
・
天
長
期
の
大
宰

府
を
め
ぐ
る
状
況
か
ら
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

(
二
)
続
命
院
創
置
の
政
治
的
・
社
会
的
背
景

倉
住
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
琴
守
が
大
宰
大
弐
と
し
て
治
政

に
あ
た
っ
た
弘
仁
末
年
か
ら
天
長
前
半
は
、
公
営
田
の
設
置
な
ど
大
宰

(
7
)

府
に
と
っ
て
画
期
的
な
改
革
が
相
次
い
で
実
施
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
改
革
を
促
し
た
要
因
は
、
大
き
く
二
点
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。そ

の
ひ
と
つ
は
弘
仁
六
年
ご
ろ
か
ら
み
え
は
じ
め
た
不
作
が
弘
仁
八

年
に
は
飢
饉
と
な
り
、
弘
仁
十
三
年
に
は
「
管
九
国
三
島
。
疫
病
気
方

発
。
或
挙
レ
家
病
臥
。
無
二
入
着
養
一
。
或
合
レ
門
死
絶
。
無
二
葬
欽
こ

「
大
宰
管
内
。
比
年
不
レ
登
。
百
姓
屡
飢
。
或
至
レ
死
者
在
」
と
い
わ

(
8
)

れ
る
ほ
ど
、
不
作
・
飢
饉
・
疫
病
が
連
年
の
よ
う
に
続
い
て
い
た
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
A
に
お
い
て
も
論
述
し
た
が
、

飢
餓
・
疫
病
の
連
続
は
、
膨
大
な
死
亡
人
口
分
田
・
絶
戸
田
を
現
出
さ



せ
る
い
っ
ぽ
う
、
社
会
的
貧
富
の
差
を
い
っ
そ
う
鮮
明
に
し
て
い
っ
た
。

総
体
と
し
て
民
力
が
衰
退
し
た
状
況
の
な
か
で
、
出
現
し
た
膨
大
な
絶

戸
田
を
、
ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
い
く
の
か
。
こ
れ
が
大
牢
府
・
西
海

道
諸
国
の
課
題
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
答
え
の
ひ
と
つ
が
公

営
田
制
で
あ
っ
た
。
琴
守
の
大
宰
大
弐
の
就
任
が
弘
仁
十
三
年
三
月
で

あ
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
大
事
府
管
内
の
危
機
的
状
況
の
克
服
が
琴

守
に
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

赴
任
し
た
直
後
の
琴
守
は
、
こ
う
し
た
公
営
田
政
策
の
立
案
に
邁
進

し
、
管
内
の
課
丁
数
や
死
亡
人
口
分
田
・
絶
戸
田
、
さ
ら
に
は
そ
の
周

囲
に
存
在
す
る
荒
廃
し
た
治
田
墾
田
な
ど
の
掌
超
に
明
け
暮
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
続
命
院
墾
田
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で

占
定
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
占
定
し
う
る
墾
田
は
、
法
的
問
題
を
べ
つ
に

す
れ
ば
広
汎
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
で
考
え
れ

ば
、
倉
住
氏
が
公
営
田
制
の
創
設
と
続
命
院
墾
田
と
の
関
連
性
を
指
摘

さ
れ
た
の
は
卓
見
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
占
定
の
具
体
的
様
相

は
検
証
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。

こ
の
よ
う
に
、
大
宰
大
弐
在
任
中
に
琴
守
が
続
命
院
を
設
置
し
た
背

景
に
、
飢
饉
・
疫
病
の
猛
威
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
L
が
た
い
。
そ
し

て
飢
饉
の
発
生
、
絶
戸
田
の
出
現
が
、
一
面
で
は
自
然
災
害
と
い
え
な

い
わ
け
で
は
な
い
　
(
そ
の
前
提
に
過
重
な
課
役
体
制
が
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
)
。
し
か
し
、
続
命
院
創
置
の
要
因
を
、
こ
れ
に
の
み

帰
す
る
こ
と
は
、
そ
の
政
治
史
的
意
味
、
と
り
わ
け
政
府
の
画
一
的
施

策
に
よ
る
地
方
行
政
の
混
乱
と
い
う
側
面
を
見
失
わ
せ
る
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
律
令
国
家
機
構
の
な
か
で
特
異
な
立
場
に
あ

る
大
牢
府
・
西
海
道
諸
国
で
は
、
他
の
令
制
国
で
は
問
題
に
な
ら
な
い

政
策
に
よ
っ
て
大
き
な
混
乱
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
続
命
院
創
匿
に
関
す
る
琴
守
の
奏
上
を
み
る

な
ら
は
、
そ
の
創
置
に
よ
っ
て
大
宰
府
で
の
長
期
逗
留
中
の
悲
劇
の
解

消
が
目
途
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題

は
、
律
令
国
家
が
根
源
的
に
か
か
え
る
矛
盾
で
あ
る
が
、
こ
の
矛
盾
が

増
幅
さ
れ
る
事
態
が
、
弘
仁
・
天
長
期
の
大
宰
府
に
起
こ
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
史
料
の
な
か
に
兄
い
だ
さ
れ
る
。

太
政
官
符

応
三
直
レ
府
書
生
権
任
二
郡
司
一
事

右
持
二
大
宰
府
解
一
偶
。
府
所
二
惣
管
一
九
国
二
島
。
政
迩
之
盟
内

外
相
兼
。
雑
務
出
納
餌
レ
色
紛
繁
。
監
典
等
早
朝
就
レ
街
午
後
分

行
。
多
レ
事
少
レ
人
僅
検
二
大
略
一
。
唯
就
レ
事
書
生
淳
レ
排
二
細

砕
一
。
因
レ
義
承
前
選
コ
揮
書
草
。
毎
レ
所
配
充
永
置
不
レ
香
。
求
二

l
得
経
按
一
繋
名
郡
司
姦
二
其
勤
単
一
。
而
依
二
太
政
官
去
弘
仁
三
年

八
月
四
日
符
一
。
郡
司
之
選
一
依
二
国
定
一
。
書
生
等
競
就
二
本

国
一
。
無
レ
心
レ
留
レ
府
。
錐
レ
加
二
捉
拐
一
。
免
而
無
レ
恥
。
弘
仁

七
年
以
来
雑
公
文
至
レ
今
未
レ
堰
職
斯
之
由
。
望
請
。
直
レ
府
書
生

随
二
其
才
一
。
権
任
二
主
帳
以
上
一
。
惣
数
莫
レ
過
二
十
人
一
。
名
繋
二

郡
司
一
身
留
二
府
街
一
。
以
二
継
譜
之
慶
一
粛
二
奔
操
之
心
一
者
。
右

大
臣
宜
。
奉
レ
勅
。
依
レ
話
。

天
長
二
年
八
月
十
四
日
　
(
『
類
異
三
代
格
』
巻
七
)

こ
の
天
長
二
年
の
太
政
官
符
は
、
琴
守
が
大
弐
在
任
中
の
大
宰
府
解

を
う
け
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
か
り
に
倉
住
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
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続
命
院
が
天
長
元
年
に
建
置
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
は
、
時
期
的
に
も
内

容
的
に
も
、
き
わ
め
て
密
接
な
関
係
を
有
す
る
史
料
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
と
く
に
大
宰
府
解
が
、
弘
仁
三
年
以
前
の
大
宰
府
で
は
山
積

す
る
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
書
生
を
任
用
配
置
し
て
き
た
が
、
郡
司

の
選
任
に
際
し
て
国
司
の
推
挙
を
優
先
す
る
こ
と
を
命
じ
た
弘
仁
三
年

以
後
、
書
生
ら
が
本
国
に
帰
っ
て
し
ま
い
、
弘
仁
七
年
以
降
公
文
処
理

が
停
滞
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

大
宰
府
の
権
限
を
強
く
み
る
か
弱
く
み
る
か
の
論
議
は
あ
る
が
、
西

海
道
諸
国
に
は
二
重
勘
会
制
と
い
う
特
異
な
勘
会
シ
ス
テ
ム
が
適
用
さ

れ
て
い
た
こ
と
は
論
議
の
余
地
が
な
い
。
そ
れ
は
、
西
海
道
諸
国
が
大

事
府
や
諸
国
に
納
め
る
租
税
の
現
物
と
帳
簿
を
照
合
し
て
、
貢
納
の
欠

落
を
ふ
せ
ぎ
、
そ
の
結
果
を
さ
ら
に
太
政
官
政
府
が
勘
会
す
る
し
く
み

で
あ
り
、
大
宰
府
の
事
務
量
も
膨
大
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
た

め
、
大
事
府
も
種
々
の
方
策
に
よ
っ
て
事
務
処
理
の
円
滑
化
を
は
か
っ

て
き
た
が
、
と
く
に
西
海
道
諸
国
の
接
・
目
と
郡
司
の
選
考
権
(
実
質

的
に
は
郡
司
任
命
権
と
も
い
え
る
)
　
に
依
拠
し
て
、
郡
司
ク
ラ
ス
の
有

力
者
を
書
生
と
し
て
大
宰
府
機
構
の
な
か
に
組
織
し
、
政
務
処
理
を
は

か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
大
宰
府
の
行
政
機
能
は
、
地
方
豪
族

層
出
身
の
書
生
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
弘
仁
三

年
以
前
に
は
一
定
虔
有
効
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
全
国
的
な
国
司
権
限
の
強
化
と
い
う
政
治
的
動
向
の
な

(
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か
で
、
国
司
に
よ
る
郡
司
推
挙
を
重
視
す
る
国
定
制
が
実
施
さ
れ
た
た

め
、
書
生
た
ち
は
国
司
の
推
挙
を
え
る
た
め
、
本
国
に
帰
る
と
い
う
事

態
が
生
じ
、
そ
の
結
果
、
大
宰
府
の
政
務
処
理
が
遅
滞
し
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
大
事
府
解
自
体
が
み
と
め
る
こ
の
弘
仁
七
年
以
来
の
状
況
こ

そ
、
琴
守
が
そ
の
奏
上
で
「
九
国
二
嶋
之
民
。
或
公
或
私
。
往
来
相
続
。

其
求
軽
老
暫
経
時
月
。
其
事
重
着
意
歳
始
還
。
客
宿
於
府
倉
之
下
。
賃

寄
於
聞
閻
之
問
。
若
至
疾
病
纏
身
。
手
足
不
随
。
官
司
督
察
。
非
養
病

之
虞
。
主
家
争
超
。
皆
忌
死
之
人
。
遂
便
雷
臥
道
路
。
暴
死
風
霜
。
縦

有
時
得
痙
愈
。
亦
以
飢
寒
死
者
。
十
而
七
八
臭
」
と
表
現
し
た
事
態
の

原
因
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
府
書
生
の
権
任
郡
司
制
こ
そ
、
停
滞
す
る
政
務
処
理
を

円
滑
化
す
る
手
段
で
あ
り
、
続
命
院
は
そ
の
政
務
処
理
の
停
滞
に
苛
ま

れ
る
運
脚
な
ど
の
惨
状
を
、
と
り
あ
え
ず
弥
縫
せ
ん
と
す
る
も
の
だ
っ

た
と
い
え
よ
う
。
弥
縫
策
で
あ
れ
ば
、
恒
久
的
に
制
度
化
す
る
必
要
も

な
か
っ
た
た
め
、
当
初
は
公
的
な
認
知
、
オ
ー
ソ
ラ
イ
ズ
す
る
こ
と
な

く
琴
守
の
　
「
私
的
」
な
創
置
と
い
う
態
勢
を
と
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
そ
の
後
も
、
大
宰
府
の
政
務
処
理

は
好
転
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
琴
守
は
大
宰
大
弐
を

離
任
し
た
段
階
で
、
公
的
管
理
に
よ
る
続
命
院
の
存
続
を
願
い
出
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

続
命
院
は
相
続
く
自
然
災
害
と
疫
病
に
よ
る
民
力
の
衰
退
、
絶
戸
田

を
は
じ
め
と
す
る
耕
地
の
荒
廃
、
そ
し
て
よ
り
直
接
的
に
は
大
牢
府
の

行
政
擁
能
の
破
綻
に
と
も
な
う
大
宰
府
で
の
長
期
滞
在
者
の
増
加
と
い

う
悲
劇
に
対
処
す
る
た
め
創
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、

大
宰
府
滞
在
者
の
逗
留
場
所
と
考
え
ら
れ
る
桧
皮
葺
星
七
字
か
ら
な
る

続
命
院
の
本
体
施
設
は
い
ず
こ
に
立
地
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。



(
三
)
続
命
院
の
位
置

続
命
院
施
設
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
、
貝
原
益
軒
が
「
続
命
院
は
誠

に
め
く
み
広
き
設
け
な
り
し
か
、
院
は
い
つ
の
時
に
か
絶
け
ん
、
今
は

村
の
名
と
成
ぬ
。
近
き
世
に
は
、
靴
て
俗
明
院
と
書
こ
そ
猶
浅
ま
し
け

れ
。
村
中
に
其
院
の
あ
り
し
址
か
つ
て
憩
に
尋
L
に
、
今
は
し
れ
す
」

∴
川
)

と
現
筑
紫
野
市
俗
明
院
周
辺
に
比
定
し
て
以
来
ひ
ろ
く
踏
襲
さ
れ
、
伊

藤
常
足
も
「
御
笠
郡
俗
明
院
村
酵
哺
盟
(
㌣
是
続
命
院
の
在
し
庭
と

は
聞
え
た
れ
ど
も
其
基
址
詳
な
ら
ず
」
と
そ
の
説
を
支
持
し
て
い
る
。

倉
住
氏
も
前
述
の
よ
う
に
、
そ
の
所
在
地
を
筑
紫
野
市
俗
明
院
周
辺
(
次

(
1
2
)

頁
図
-
参
照
)
　
と
さ
れ
、
最
近
刊
行
さ
れ
た
『
福
岡
県
の
歴
史
』
で
も

同
趣
旨
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。
な
お
、
『
福
岡
県
遺
跡
等
分
布
地
図
』

(
1
3
)

で
は
、
こ
の
地
を
「
俗
明
院
跡
」
と
登
載
し
て
い
る
が
、
遺
跡
の
年
代

・
種
別
・
概
要
な
ど
の
記
載
は
み
ら
れ
な
い
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
諸
説
に
は
、
若
干
の
疑
問
が
あ
る
。
そ
の
最
た

る
問
題
点
は
、
続
命
院
の
場
所
を
『
類
異
三
代
格
』
所
載
官
符
が
「
在

大
宰
府
南
郭
」
と
注
記
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

「
郭
」
は
『
大
漢
和
辞
典
』
巻
十
一
に
よ
れ
ば
、
か
こ
い
・
く
る
わ
」

都
邑
の
周
辺
を
か
こ
む
塵
壁
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
明
確
な
標
識

を
と
も
な
っ
た
一
定
区
画
の
建
物
群
を
意
味
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

「
博
多
是
隣
国
転
換
之
津
。
警
固
武
衛
之
要
。
而
郁
与
鴻
舷
相
去
二
駅
」

(‖)

「
大
宰
府
廓
中
飢
疫
。
賑
給
之
」
な
ど
同
時
期
の
表
現
か
ら
、
大
宰
府

政
庁
域
　
(
府
庁
域
)
と
一
体
性
を
有
す
る
空
間
の
表
現
と
考
え
る
こ
と

も
で
き
る
が
、
こ
れ
を
い
わ
ゆ
る
粂
坊
。
フ
ラ
ン
に
も
と
づ
く
左
廓
・
右

郭
か
ら
構
成
さ
れ
る
大
宰
府
条
坊
域
　
(
大
宰
府
都
城
)
　
と
同
一
視
す
る

こ
と
に
は
現
段
階
で
は
躊
躇
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
「
南
郭
」
や
鴻
艦
館

に
対
比
さ
れ
る
「
塙
」
「
大
宰
府
廓
」
の
表
記
と
、
左
右
郭
と
は
時
間

的
に
隔
り
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

都
市
と
し
て
の
大
宰
府
の
条
坊
制
に
つ
い
て
は
、
鎧
山
猛
氏
の
先
駆

的
研
究
が
あ
る
が
、
一
町
(
一
〇
九
m
)
を
単
位
と
す
る
方
格
地
割
に

も
と
づ
き
、
南
北
二
十
二
条
、
東
西
各
十
二
坊
の
条
坊
域
が
奈
良
朝
ま

で
に
は
成
立
し
た
と
す
る
鏡
山
説
に
は
、
発
掘
調
査
の
結
果
と
組
際
す

(
l
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J
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る
部
分
が
多
く
、
近
年
さ
ま
ざ
ま
な
異
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
と
り

わ
け
金
田
章
裕
氏
は
、
府
庁
域
の
南
に
あ
た
る
御
笠
川
・
鷺
田
川
流
域

の
地
割
り
は
二
八
〇
尺
(
一
〇
〇
m
)
単
位
で
あ
る
こ
と
、
地
割
り
の

施
行
は
と
も
か
く
も
い
わ
ゆ
る
粂
坊
プ
ラ
ン
の
完
成
は
大
宰
府
第
Ⅲ
期

政
庁
の
造
営
と
歩
調
を
と
も
に
す
る
こ
と
な
ど
、
鑑
山
条
坊
説
に
全
面

的
な
再
検
討
を
提
起
さ
れ
て
い
る
。
方
格
地
割
に
関
し
て
は
、
金
田
説

と
鮎
節
す
る
調
査
結
果
も
あ
り
、
大
宰
府
全
域
の
プ
ラ
ン
を
論
議
す
る

に
十
分
な
資
料
が
揃
っ
た
と
は
い
え
な
い
段
階
で
あ
る
が
、
粂
坊
.
フ
ラ

ン
の
完
成
時
期
に
つ
い
て
は
、
金
田
説
に
説
得
性
が
み
と
め
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
見
解
に
し
た
が
え
ば
、
九
世
紀
段
階
で
、
鏡
山
説
の
粂
坊

域
を
一
体
的
な
都
市
的
空
間
と
考
え
る
こ
と
は
田
難
で
あ
る
が
、
そ
の

(
l
U
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い
っ
ぽ
う
で
「
此
府
人
物
段
繁
、
天
下
之
一
都
会
也
」
と
大
字
肘
鉄
自

賛
し
た
状
況
を
否
定
す
る
こ
と
も
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味

で
は
、
府
庁
域
と
そ
の
前
面
の
官
街
域
か
ら
推
定
「
朱
雀
大
路
」
に
沿

っ
て
南
下
し
、
榎
社
周
辺
ま
で
に
都
市
的
空
間
を
推
定
す
る
挟
川
説
が

注
目
さ
れ
る
。
こ
の
都
市
的
空
間
が
郭
と
し
て
当
時
意
孟
さ
れ
て
い
た

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
そ
の
場
合
、
琵
命
院
の
所
在
地
と
さ





れ
る
南
郭
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

鏡
山
・
金
田
氏
は
、
続
命
院
所
在
地
を
そ
の
地
名
か
ら
筑
紫
野
市
俗

明
屈
と
比
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
地
域
が
南
郭
条
里
あ
る
い
は
南

郭
と
称
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
倉
住
氏
は
、
続
命
院
所
在
地

を
筑
紫
野
市
俗
明
院
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
「
政
庁
跡
の
南
方
約
四
キ
ロ

に
位
置
し
、
条
里
制
施
行
区
に
含
ま
れ
る
こ
の
付
近
を
一
般
的
な
郭
の

概
念
で
理
解
し
う
る
か
ど
う
か
疑
問
」
と
し
て
、
「
南
郭
」
を
郭
の
南

(
1
7
)

方
と
い
う
程
度
で
使
用
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
先
学
の
主
張

は
、
俗
明
院
と
い
う
地
名
に
依
拠
さ
れ
て
続
命
院
所
在
地
と
推
定
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
後
述
の
ご
と
く
ゾ
ク
ミ
ョ
ウ
イ
ン
地
名
が

必
ず
し
も
続
命
院
本
体
を
意
味
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
ま
た
官
符
に
「
南

部
」
と
記
さ
れ
た
こ
と
は
、
「
南
部
」
が
特
定
空
間
を
表
現
す
る
地
名

で
あ
っ
た
こ
と
の
反
映
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
後
述
の
ご
と

く
、
俗
明
院
周
辺
に
条
里
地
割
り
が
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
否
定
L

が
た
い
か
ら
、
か
り
に
こ
の
地
に
続
命
院
が
所
在
し
た
な
ら
は
、
そ
の

位
置
は
条
里
呼
称
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

ま
た
倉
住
氏
が
指
摘
さ
れ
る
ご
と
く
、
政
庁
域
か
ら
筑
紫
野
市
俗
明

院
ま
で
は
南
東
方
向
に
直
線
で
も
約
四
血
も
離
れ
て
お
り
、
そ
の
間
に

は
上
古
賀
か
ら
石
崎
・
針
摺
さ
ら
に
そ
の
東
方
の
高
雄
に
か
け
て
は
、

さ
ほ
ど
高
く
は
な
い
が
分
水
嶺
と
な
っ
て
い
る
。
地
理
的
・
地
形
的
に
、

大
宰
鳳
域
と
俗
明
院
周
辺
で
は
か
な
り
の
異
域
感
が
存
在
し
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
か
り
に
大
宰
府
城
が
一
町
方
格
地
割
で
な
い
と
す
る
な

ら
ば
、
一
町
方
格
地
割
が
顕
在
す
る
俗
命
院
周
辺
と
の
違
和
感
は
さ
ら

に
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

宿
泊
逗
留
施
設
と
し
て
の
続
命
院
創
置
の
目
的
や
、
『
延
喜
交
替
式
』

の
大
牢
府
の
監
・
典
と
観
音
寺
講
師
に
よ
る
院
事
勾
当
の
規
定
な
ど
を

考
え
る
な
ら
は
、
続
命
院
本
体
は
、
大
宰
府
政
庁
な
い
し
は
そ
の
周
囲

の
官
街
区
域
に
、
容
易
に
歩
を
運
べ
る
場
所
に
占
地
さ
れ
た
と
考
え
る

の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
種
々
の
実
情
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
続
命
院
が
あ
っ
た

南
郭
は
大
宰
府
城
　
(
鏡
山
説
に
よ
る
条
坊
域
の
範
囲
)
　
に
想
定
す
る
の

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
南
部
を
ど
の
あ
た
り
に
比
定
す
る
か
。
現
段
階
で

は
断
案
は
な
い
が
、
「
塙
与
鴻
舷
相
去
二
駅
」
「
大
宰
府
廓
中
」
な
ど
と

記
述
さ
れ
る
よ
う
に
郭
が
府
庁
域
を
含
む
都
市
的
密
度
の
高
い
空
間
と

意
識
さ
れ
、
南
郭
も
ま
た
「
郭
」
と
い
う
都
市
的
空
間
を
表
現
す
る
文

字
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
し
か
も
、
前
述
の
よ
う

に
南
郭
が
社
会
的
に
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
大
事

府
城
に
南
北
二
つ
の
郭
を
想
定
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
場
合
、
大
宰
府
城
で
郭
と
よ
べ
る
実
態
を
現
段
階
で
想
定
で
き

る
の
は
、
府
庁
域
周
辺
か
ら
推
定
「
朱
雀
大
路
」
　
に
沿
っ
て
南
下
し
榎

杜
周
辺
に
い
た
る
一
帯
の
み
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
都
市
的

空
間
域
と
そ
の
周
辺
を
、
南
郭
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
大
宰
府
域
を
、
御
笠
川
の
氾
濫
原
を
境
に
南
北
に

二
分
し
て
考
え
、
御
笠
川
南
岸
か
ら
鷺
田
川
北
岸
に
は
さ
ま
れ
た
二
闇

が
南
郭
と
よ
ば
れ
て
い
た
と
す
る
推
測
で
あ
る
。

続
命
院
が
、
大
宰
府
城
の
都
市
的
空
間
の
な
か
に
建
築
さ
れ
た
と
考

え
る
な
ら
ば
、
俗
明
院
の
「
ゾ
ク
ミ
ョ
ウ
イ
ン
」
地
名
は
、
何
に
由
来

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
官
符
事
書
注
文
の
「
墾
田
百



続命院の別置とその経済的基盤(西別府)

十
四
町
」
の
「
国
都
条
里
坪
着
在
別
巻
」
と
い
う
注
記
と
の
関
係
か
ら

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
注
記
は
、
杭
命
院
の
経
済
的
基
盤
で
あ

る
墾
田
が
、
複
数
の
国
・
郡
に
分
散
占
地
さ
れ
、
条
里
地
割
り
・
条
里

呼
称
の
展
開
す
る
地
域
に
占
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

筑
紫
野
市
俗
明
院
周
辺
は
、
現
在
著
し
く
都
市
化
が
す
す
み
、
そ
の

痕
跡
は
容
易
に
た
ど
り
が
た
く
な
っ
て
い
る
が
、
昭
和
八
年
発
行
二
万

(
1
8
)

五
千
分
の
一
地
形
図
「
二
日
市
」
に
は
、
睦
畔
・
水
路
な
ど
に
よ
っ
て

区
画
さ
れ
た
方
格
地
割
り
が
み
ら
れ
る
。
鏡
山
氏
も
、
著
書
九
〇
頁
に

福
岡
県
条
里
分
布
図
を
掲
げ
ら
れ
、
現
在
の
筑
紫
野
市
一
帯
に
も
条
里

(
1
9
)

制
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
を
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
十
五
年
の

(
2
0
)

字
小
名
調
に
よ
れ
ば
、
大
字
俗
明
院
に
は
大
坪
、
八
ノ
上
地
名
が
存
在

し
て
い
る
。
鏡
山
氏
は
八
ノ
上
を
「
八
ノ
江
」
と
し
て
処
理
し
、
上
・

江
の
標
記
は
坪
表
記
と
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
筑
紫
野

市
内
で
は
俗
明
院
の
周
辺
に
大
坪
(
立
明
寺
・
永
岡
)
の
ほ
か
八
ケ
坪

(
常
松
)
な
ど
数
詞
坪
地
名
が
あ
り
、
条
里
呼
称
が
採
用
さ
れ
て
い
た

こ
と
も
明
確
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
近
年
の
埋
蔵
文
化
財
調
査
に
よ
っ
て
、

俗
明
院
の
対
岸
に
あ
た
る
山
家
で
は
条
里
に
規
制
さ
れ
た
奈
良
時
代
の

u
鍬
円

建
物
跡
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
俗
明
院
を
含
む
周
辺
地
域
で
条
里
制

(
条
里
プ
ラ
ソ
)
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
は
否
定
L
が
た
い
。
こ
の
よ
う

な
条
里
制
の
施
行
さ
れ
た
地
域
に
、
「
ゾ
ク
ミ
ョ
ウ
イ
ン
」
呼
称
が
存

在
す
る
こ
と
は
、
俗
明
院
周
辺
が
「
別
巻
」
に
坪
付
記
載
方
式
で
表
記

さ
れ
た
「
ゾ
ク
ミ
ョ
ウ
イ
ソ
」
関
連
地
区
、
す
な
わ
ち
続
命
院
墾
田
が

設
定
さ
れ
た
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

以
上
、
続
命
院
の
創
置
、
そ
の
背
景
に
関
し
て
考
察
し
、
そ
の
所
在

地
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
琴
守
に
よ
る
続
命
院
の
創
置
が
、

弘
仁
末
か
ら
天
長
初
年
の
大
宰
府
を
と
り
ま
く
歴
史
的
課
題
に
対
処
し

た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な

歴
史
性
を
も
つ
続
命
院
は
、
大
宰
府
政
庁
を
核
に
し
た
大
牢
府
域
に
、

建
築
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
極
め
て
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
こ

う
し
て
創
置
さ
れ
た
続
命
院
を
支
え
た
経
済
的
基
盤
は
ど
の
よ
う
に
し

て
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
次
節
で
検
討
し
て
み
た
い
。

二
、
続
命
院
の
経
済
的
基
盤
と
そ
の
歴
史
地
理
学
的
研

究

続
命
院
の
運
営
を
維
持
す
る
た
め
に
、
墾
田
二
四
町
が
設
定
さ
れ

た
。
こ
れ
ら
の
墾
田
は
前
述
の
ご
と
く
、
複
数
の
国
・
郡
の
う
ち
条
里

地
割
・
条
里
呼
称
の
施
行
さ
れ
た
地
に
占
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
前

節
に
述
べ
た
ご
と
く
、
筑
紫
野
市
俗
明
院
の
地
名
「
ゾ
ク
ミ
ョ
ウ
イ
ン
」

が
、
続
命
院
に
付
設
さ
れ
た
墾
田
の
占
定
に
由
来
す
る
も
の
だ
と
す
る

な
ら
ば
、
続
命
院
墾
田
が
占
定
さ
れ
た
他
の
九
州
諸
国
に
も
「
ゾ
ク
ミ

ョ
ウ
イ
ン
」
地
名
が
存
在
し
た
可
能
性
は
極
め
て
た
か
い
と
い
え
よ
う
。

実
際
に
九
州
各
県
の
地
名
を
博
捜
す
る
と
佐
賀
県
三
根
町
と
福
岡
県
犀

川
町
に
続
命
院
地
名
が
兄
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
く
に
佐
賀
県
に
は
、
口
分
田
・
空
閑
地
な
ど
古
代
の
土
地
制
度
に

由
来
す
る
と
思
わ
れ
地
名
が
数
多
く
存
在
し
て
い
る
の
で
、
佐
賀
県
三

根
町
の
続
命
院
も
、
「
ゾ
ク
ミ
ョ
ウ
イ
ン
」
地
名
の
特
異
性
に
注
目
す



る
と
、
続
命
院
に
付
設
さ
れ
た
墾
田
の
所
在
地
に
由
来
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
二
つ
の
続
命
院
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
ご
と
く
古
く
は
国
府
続

命
院
と
の
関
係
を
想
定
す
る
意
見
も
あ
っ
た
が
、
倉
住
氏
も
指
摘
さ
れ

た
よ
う
に
そ
の
可
能
性
は
低
い
と
い
え
よ
う
。
続
命
院
の
歴
史
性
を
考

え
る
な
ら
ば
、
他
の
諸
国
に
続
命
院
と
同
様
の
施
設
を
設
置
す
る
必
要

性
は
全
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
墾
田
は
そ
の
収
穫
物
が
続
命
院
の
財
政
基
盤
で
あ
る
か

ら
、
い
わ
ゆ
る
末
開
墾
地
で
は
な
く
、
治
田
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
治
田
は
、
前
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、
弘
仁
年
間
以
来
の
不

作
・
疫
病
に
よ
る
、
民
力
低
下
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
耕
作
地
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
九
世
紀
前
半
の
開
墾
事
例
の
検
証
の
意
味
も
含

め
て
、
こ
れ
ら
の
続
命
院
周
辺
の
歴
史
的
展
開
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。

(
一
)
「
ゾ
ク
ミ
ョ
ウ
イ
ン
」
を
歩
く

筑
紫
野
市
大
字
俗
明
院
は
、
背
振
山
系
の
東
端
と
三
郡
山
系
西
端
と

が
形
成
す
る
分
水
嶺
の
南
側
に
位
置
し
、
南
西
方
向
か
ら
北
東
に
流
れ

て
き
た
筑
後
川
支
流
山
口
川
が
大
き
く
流
れ
を
変
え
る
地
点
に
あ
た
る

(
図
-
参
照
)
。
令
制
下
で
は
御
笠
郡
に
属
し
、
『
倭
名
抄
』
長
岡
郷
の

一
部
と
考
え
ら
れ
る
。
長
岡
郷
は
『
延
喜
式
』
兵
部
省
式
の
長
丘
駅
所

在
郷
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
道
路
状
遺
構
な
ど
は
末
だ
確
認
さ
れ
て
い

な
い
が
、
交
通
上
の
要
衝
に
近
接
す
る
地
帯
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

中
世
以
降
に
も
、
た
と
え
ば
筑
紫
孫
次
郎
に
対
す
る
文
明
十
一
年
少

弐
政
資
安
堵
状
に
「
続
命
院
拾
弐
町
」
が
み
え
、
永
正
十
四
年
の
筑
紫

(
2
2
)

百
宝
子
九
所
領
坪
付
注
文
に
も
「
一
所
続
命
院
十
二
町
」
と
あ
る
。
さ

ら
に
は
天
正
年
間
の
「
筑
前
田
畠
之
高
村
々
指
出
前
之
帳
」
に
「
俗
明

(
2
3
)

院
村
」
の
田
二
八
町
、
畠
二
町
と
あ
る
な
ど
、
こ
の
地
が
単
位
所
領
と

し
て
存
続
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
面
積
は
一
二
～
二
五
町
で
あ
る

か
ら
、
お
よ
そ
立
明
寺
か
ら
永
岡
を
結
ぶ
丘
陵
の
北
側
で
、
山
口
川
の

南
岸
が
そ
の
範
囲
と
考
え
ら
れ
る
。
全
体
に
南
西
方
向
か
ら
北
東
方
向

に
緩
や
か
に
傾
斜
す
る
水
田
地
帯
で
あ
り
、
山
口
川
の
北
岸
は
先
述
の

分
水
嶺
の
南
側
に
あ
た
る
。

俗
明
院
の
集
落
は
、
現
在
1
R
九
州
鹿
児
島
線
、
西
日
本
鉄
道
大
牟

田
線
さ
ら
に
国
道
三
号
線
・
南
福
岡
.
バ
イ
パ
ス
が
南
北
に
走
り
、
そ
れ

ら
の
敷
設
に
際
し
て
土
盛
整
地
な
ど
が
行
わ
れ
た
た
め
、
集
落
周
辺
道

路
な
ど
と
山
口
川
の
問
に
は
か
な
り
の
比
高
差
が
み
ら
れ
る
。
集
落
の

北
端
に
鎮
座
す
る
菅
原
櫛
田
神
社
あ
た
り
で
の
比
高
差
は
約
五
m
に
お

よ
び
、
鳥
撤
的
に
み
れ
ば
集
落
全
体
が
水
田
地
帯
の
島
状
の
観
を
て
い

す
る
が
、
集
落
東
方
の
南
福
岡
-
ハ
イ
.
ハ
ス
下
の
山
口
川
橋
付
近
で
の
比

高
差
は
小
さ
く
一
m
程
度
で
あ
る
。
集
落
全
体
が
南
西
方
向
か
ら
北
東

方
向
に
向
か
っ
て
か
な
り
の
傾
斜
を
も
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

山
口
川
の
土
砂
運
搬
作
用
は
現
在
で
も
活
発
で
あ
り
、
か
つ
古
賀
方

面
か
ら
北
流
し
て
き
た
山
口
川
が
、
立
明
寺
の
集
話
北
端
で
丘
陵
の
規

制
か
ら
開
放
さ
れ
て
俗
明
院
方
向
に
流
れ
て
い
く
複
数
の
河
辺
が
観
察

さ
れ
る
の
で
、
俗
明
院
付
近
の
地
形
は
山
口
川
が
河
川
氾
濫
を
く
り
か

え
し
て
、
い
く
た
び
か
の
変
遷
を
経
た
結
果
形
成
さ
れ
た
も
の
と
い
え

よ
う
。
山
口
川
は
、
俗
明
院
の
東
南
で
宝
溝
川
と
合
流
す
る
が
、
そ
の
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周
辺
は
「
所
に
よ
っ
て
は
二
m
以
上
に
わ
た
っ
て
砂
礫
層
と
青
灰
色
シ

ル
ト
お
よ
び
泥
炭
土
が
互
層
を
な
し
後
背
湿
地
と
な
っ
て
い
る
」
と
さ

】
邸
円

れ
る
が
、
こ
う
し
た
土
壌
的
特
質
は
、
俗
明
院
付
近
に
も
共
通
す
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

西
方
の
古
賀
か
ら
そ
の
北
方
の
武
蔵
・
塔
原
に
か
け
て
は
古
代
寺
院

跡
を
は
じ
め
と
す
る
古
代
遺
跡
が
多
い
。
し
か
し
、
俗
明
院
付
近
に
つ

い
て
は
、
全
く
埋
蔵
文
化
財
調
査
な
ど
は
実
施
さ
れ
て
い
な
い
が
、
地

形
的
な
こ
と
も
考
え
る
と
、
古
代
に
お
い
て
は
後
次
的
な
開
発
地
と
考

え
ら
れ
る
。

福
岡
県
犀
川
町
の
続
命
院
は
、
英
彦
山
に
源
を
発
す
る
今
川
の
中
流

域
に
あ
た
る
犀
川
盆
地
の
北
端
部
右
岸
に
位
置
す
る
(
図
Ⅱ
参
照
)
。

犀
川
盆
地
は
南
北
に
長
い
盆
地
で
あ
る
が
、
北
端
部
は
西
か
ら
の
御
所

ケ
岳
山
稜
と
東
か
ら
の
豊
津
丘
陵
が
迫
っ
て
陸
路
と
な
っ
て
お
り
、
犀

川
盆
地
内
で
い
く
つ
か
の
支
流
を
糾
合
し
た
今
川
に
と
っ
て
は
、
か
な

り
狭
陰
な
流
路
に
変
化
し
て
い
る
。
し
か
も
上
流
か
ら
の
土
砂
運
搬
も

活
発
で
あ
り
、
続
命
院
の
西
方
で
は
か
な
り
河
床
が
高
く
な
っ
て
い
る
。

盆
地
内
部
の
大
半
は
、
昭
和
四
九
年
以
降
に
圃
場
整
備
が
行
わ
れ
、

過
去
の
地
割
り
は
完
全
に
姿
を
消
し
た
が
、
昭
和
四
二
年
自
衛
隊
撮
影

の
航
空
写
真
に
よ
る
と
今
川
支
流
高
屋
川
左
岸
に
南
北
一
〇
町
東
西
三

町
の
方
格
地
割
り
が
み
ら
れ
た
。
ま
た
続
命
院
の
南
側
に
も
若
干
の
方

格
地
割
り
が
検
出
さ
れ
る
が
、
範
囲
は
明
確
で
は
な
い
。
し
か
し
、
続

命
院
南
の
久
富
に
は
ロ
ケ
坪
二
ハ
ノ
坪
・
高
ノ
坪
、
古
川
に
は
丁
ケ
坪

な
ど
の
坪
地
名
が
確
認
で
き
る
の
で
条
里
制
が
施
行
さ
れ
て
い
た
可
能

性
は
極
め
て
た
か
い
。
坪
地
名
は
本
庄
・
大
熊
な
ど
に
お
い
て
も
確
認

で
き
る
。
時
代
は
下
る
が
、
享
禄
二
年
七
月
大
内
家
奉
行
人
奉
書
に
「
豊

前
国
仲
津
郡
続
妙
院
七
町
地
」
と
み
え
る
の
で
、
中
世
を
つ
う
じ
て
単

(
2
5
)

位
所
領
と
し
て
存
続
し
た
。

今
川
左
岸
の
花
熊
に
も
三
反
ケ
坪
・
九
反
ケ
坪
な
ど
の
坪
地
名
が
確

認
で
き
る
が
、
松
坂
川
流
域
は
明
治
九
年
以
後
に
土
地
改
修
事
業
が
な

さ
れ
て
お
り
、
左
岸
全
域
で
明
瞭
な
方
格
地
割
り
を
み
い
だ
す
こ
と
は

で
き
な
い
。
花
熊
・
木
山
・
谷
口
の
集
落
を
結
ぶ
線
の
東
側
は
氾
濫
原

と
な
っ
て
い
る
が
、
著
名
な
神
寵
石
遺
跡
で
あ
る
御
所
ケ
谷
の
山
缶
に

あ
た
る
こ
の
地
域
に
は
、
前
方
後
円
墳
の
姫
神
古
墳
を
は
じ
め
、
谷
口

大
無
田
古
墳
や
木
山
古
墳
群
・
谷
口
古
墳
群
な
ど
が
点
在
し
て
い
る
。

さ
ら
に
木
山
で
は
豊
前
垂
水
廃
寺
や
相
原
廃
寺
な
ど
に
類
例
が
あ
る
軒

丸
瓦
や
老
司
系
の
軒
九
・
軒
乎
瓦
も
出
土
し
て
お
り
、
盆
地
内
で
は
左

岸
二
帝
が
古
墳
時
代
以
来
の
開
拓
・
居
住
の
空
間
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
ま
た
南
端
の
山
鹿
・
大
熊
で
は
、
大
熊
古
墳
・
本
庄
古
墳
や
山

鹿
古
墳
群
な
ど
が
所
在
し
て
い
る
。

こ
れ
に
た
い
し
、
北
端
の
続
命
院
付
近
で
は
、
わ
ず
か
に
弥
生
時
代

の
箱
式
石
棺
群
が
あ
り
小
型
の
彷
製
鏡
が
出
土
し
て
い
る
程
度
で
あ

(
2
6
)

る
。
続
命
院
の
集
落
は
、
豊
津
丘
陵
(
二
月
谷
台
地
)
の
西
南
掟
に
位

置
し
、
現
在
で
は
丘
陵
の
傾
斜
転
換
点
か
ら
水
田
地
帯
の
島
畑
状
の
緻

高
地
に
か
け
て
展
開
し
、
水
田
と
の
比
高
差
は
約
一
m
で
あ
る
。
盆
地

全
体
が
南
か
ら
北
に
か
け
て
緩
や
か
に
偵
斜
し
て
い
る
が
、
続
命
院
集

落
の
南
側
は
東
か
ら
西
に
か
け
て
の
傾
斜
も
加
わ
っ
て
お
り
、
こ
こ
に

末
江
川
が
注
ぎ
こ
む
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
圃
場
整
備
以
前
は
、
日
迫

川
、
古
川
(
高
屋
川
旧
河
遺
)
な
ど
も
流
入
し
て
い
た
よ
う
で
、
か
な

12
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り
の
低
湿
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

続
命
院
集
落
の
西
方
、
.
今
川
に
架
か
る
の
ぐ
ち
橋
の
た
も
と
に
県
営

圀
場
整
備
事
業
竣
工
記
念
碑
が
す
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば

続
命
院
・
久
富
・
古
川
・
花
熊
一
帯
の
水
田
は
不
整
形
で
狭
小
、
加
え

て
湿
田
が
多
く
、
十
二
k
で
客
土
を
施
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
近
代
の
状
況
を
ふ
ま
え
る
と
、
犀
川
盆
地
全
体
で
は
、
古
墳

時
代
以
降
、
東
部
や
南
部
を
中
心
に
開
発
が
展
開
し
、
八
世
紀
代
に
入

る
条
里
開
拓
時
代
以
降
に
、
北
部
の
開
発
が
着
手
さ
れ
た
様
相
が
う
か

が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

犀
川
町
続
命
院
に
つ
い
て
は
、
『
京
都
郡
誌
』
が
「
豊
前
遠
鏡
」
を

ひ
い
て
「
村
称
、
筑
前
太
宰
府
の
西
南
に
続
命
院
と
云
村
あ
り
、
其
故

事
、
九
州
二
島
よ
り
太
宰
府
に
故
あ
り
て
来
れ
る
民
の
、
久
し
く
逗
留

二
∴
、
、

し
、
病
を
受
、
又
は
餓
死
に
及
老
多
き
を
、
太
宰
少
弐
小
野
琴
守
是
を

哀
み
、
続
命
院
と
云
家
を
立
、
土
田
を
附
て
、
か
ゝ
る
者
を
助
ん
事
を

奏
上
す
、
其
解
文
日
云
々
、
桃
云
か
く
太
宰
府
に
草
創
あ
り
L
よ
り
、

其
例
に
准
し
て
、
当
国
へ
も
国
府
近
き
此
所
に
基
立
有
L
に
て
、
今
も

国
分
寺
の
末
寺
法
輪
山
正
大
寺
続
命
院
と
云
小
庵
あ
る
は
其
遺
跡
な
る

(
2
7
)

べ
し
(
始
は
仏
寺
に
は
あ
ら
ず
)
」
と
記
し
て
い
る
。

『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
・
福
岡
県
』
で
も
、
こ
の
説
を
紹
介
し
豊

(2。。)

前
国
府
の
付
属
施
設
と
し
て
続
命
院
を
記
載
し
て
い
る
が
、
小
川
武
志

氏
は
続
命
院
施
設
は
太
宰
府
の
み
で
あ
り
、
当
地
は
墾
田
が
あ
っ
た
と

(
2
9
)

こ
ろ
と
し
て
い
る
。
『
犀
川
町
誌
』
は
古
代
続
命
院
に
つ
い
て
簡
単
に

(
3
0
)

そ
の
事
実
を
紹
介
す
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
「
豊
前
遠
鏡
」
な
ど
に
み

え
る
正
大
寺
続
命
院
に
つ
い
て
は
、
『
犀
川
町
誌
』
が
「
跡
地
の
み
」

と
記
述
し
て
い
る
よ
′
ぅ
に
、
現
在
は
畠
地
で
あ
り
、
寄
せ
集
め
た
大
石

が
放
置
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
西
海
道
の
各

国
府
城
に
続
命
院
施
設
が
必
要
と
さ
れ
る
歴
史
的
条
件
は
な
く
、
し
か

も
豊
前
国
庁
は
豊
津
丘
陵
の
北
部
の
大
字
国
作
に
想
定
さ
れ
る
の
で
、

距
離
的
に
み
て
も
、
こ
の
地
に
国
府
付
属
の
続
命
院
が
設
置
さ
れ
た
と

は
考
え
が
た
い
。
し
か
し
、
大
宰
府
続
命
院
の
墾
田
地
に
と
も
な
う
荘

的
施
設
が
置
か
れ
た
可
能
性
は
あ
り
、
大
牢
府
続
命
院
に
対
す
る
観
世

音
寺
講
師
の
関
係
か
ら
、
こ
の
地
の
墾
田
経
営
に
国
分
寺
が
関
与
し
た

可
能
性
は
否
定
L
が
た
い
で
あ
ろ
う
。

佐
賀
県
三
養
基
郡
三
根
町
の
続
命
院
は
、
筑
後
川
の
支
流
井
柳
川
右

岸
に
位
置
し
、
ク
リ
ー
ク
が
縦
横
に
は
し
る
水
郷
地
帯
の
な
か
に
位
置

す
る
(
図
Ⅲ
参
照
)
。
佐
賀
平
野
の
北
に
横
た
わ
る
背
振
山
地
か
ら
は
、

多
数
の
河
川
が
源
を
発
し
、
旺
盛
な
土
砂
運
搬
作
用
に
よ
っ
て
沖
積
平

野
を
形
成
し
て
い
る
。
井
柳
川
や
そ
の
西
方
を
商
流
す
る
田
手
川
も
そ

の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
続
命
院
周
辺
は
こ
の
両
河
川
に
挟
ま
れ
て
い
る
。

続
命
院
の
集
落
と
周
囲
の
水
田
の
比
高
差
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ク

リ
ー
ク
水
面
と
の
比
高
差
は
冬
季
で
約
一
m
程
度
で
あ
っ
た
。
一
九
九

八
年
二
月
、
偶
然
行
わ
れ
て
い
た
集
落
内
水
道
工
事
に
と
も
な
う
掘
溝

部
分
を
観
察
し
た
と
こ
ろ
、
現
地
表
下
の
約
三
〇
皿
が
耕
作
土
で
あ
り

そ
の
下
に
礫
を
含
む
砂
層
が
二
m
ほ
ど
あ
っ
て
、
そ
の
下
は
粘
土
層
と

な
っ
て
い
た
。
現
在
か
な
り
排
水
も
よ
く
な
っ
て
い
る
が
、
前
近
代
に

は
湿
田
地
帯
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
底
平
地
の
な

か
の
微
高
地
を
結
ぶ
よ
う
に
、
国
道
二
六
四
号
が
東
西
に
走
る
が
、
こ
　
B

(
3
1
)

れ
ら
の
徴
高
地
は
貝
塚
遺
跡
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
続
命
院
集
落
も
、
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こ
の
よ
う
な
弥
生
時
代
以
来
の
沖
積
地
に
形
成
さ
れ
た
貝
塚
遺
跡
の
一

つ
と
考
え
ら
れ
る
。

三
養
基
郡
は
明
治
二
九
年
に
基
舞
・
養
父
・
三
根
三
郡
の
合
併
で
成

立
し
た
郡
で
あ
り
、
三
択
町
は
『
倭
名
抄
』
で
い
う
三
根
郡
三
限
郷
に

あ
た
る
。
三
択
郡
は
、
『
肥
前
国
風
土
記
』
に
「
昔
者
、
此
郡
興
二
神

埼
嬰
合
為
二
一
郡
一
、
然
海
部
直
鳥
、
請
分
二
三
枚
郡
一
、
即
緑
二
神
埼

郡
三
択
村
之
名
一
、
以
為
二
郡
名
こ
と
あ
る
よ
う
に
、
大
化
前
代
か
ら

七
世
紀
後
半
に
は
、
神
埼
郡
域
と
一
つ
の
地
域
社
会
を
形
成
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
伝
承
は
、
背
振
山
地
か
ら
延
び
る
丘
陵
部
に
展
開
す
る
古

墳
の
編
年
で
も
確
認
さ
れ
、
目
達
原
古
墳
群
か
ら
志
波
昆
古
墳
群
へ
の

首
長
墓
の
継
続
的
移
行
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ふ
た
つ
の
古
墳
群

の
被
葬
者
は
、
記
紀
・
風
土
記
・
国
造
本
紀
な
ど
の
古
代
文
献
に
み
え

る
嶺
県
主
や
米
多
国
造
の
一
族
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
文
化

的
営
為
は
奈
良
時
代
の
寺
院
造
営
に
も
継
承
さ
れ
、
三
根
郡
に
塔
の
塚

廃
寺
、
神
埼
郡
に
辛
上
廃
寺
が
造
営
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
う
し
た
丘

陵
部
の
裾
を
ぬ
う
よ
う
に
古
代
西
海
道
が
走
っ
て
お
り
、
奈
良
時
代
の

主
要
な
遺
跡
も
ま
た
、
佐
賀
平
野
の
北
部
に
展
開
し
て
い
る
。

こ
れ
に
た
い
し
、
佐
賀
平
野
南
部
の
筑
後
川
右
岸
地
帯
は
、
古
墳
時

代
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
は
、
注
目
す
べ
き
遺
構
・
遺
跡
は
希
薄
で

あ
る
。
し
か
し
先
述
の
海
部
直
島
の
本
拠
地
は
千
代
田
町
と
さ
れ
て
お

り
、
ま
た
北
茂
安
町
域
は
『
肥
前
国
風
土
記
』
の
物
部
郷
に
比
定
さ
れ

る
な
ど
、
大
和
王
権
と
の
関
係
が
推
定
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
地
域
で
も

七
・
八
世
紀
代
の
開
発
・
居
住
は
当
然
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
地
域
社
会
の
営
為
は
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
条
里
制
の
展

(
32
Y

開
に
う
か
が
う
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
延
喜
五
年
の
「
筑
前
国
観
世

音
寺
資
材
帳
」
に
は
三
根
郡
鳥
取
里
(
北
茂
安
町
内
か
)
や
神
埼
郡
に

(
3
3
)

お
け
る
坪
付
記
載
が
み
え
る
。
ま
た
続
命
院
が
属
す
る
三
根
町
大
字
寄

人
や
続
命
院
に
接
す
る
千
代
田
町
南
里
ケ
里
西
方
や
南
方
に
は
、
丁
ノ

(
3
4
)

坪
や
壱
ノ
坪
等
の
数
詞
坪
地
名
が
知
ら
れ
る
。

平
安
時
代
に
入
る
と
、
こ
の
地
域
に
も
新
し
い
歴
史
の
展
開
が
推
定

さ
れ
る
。
官
道
は
奈
良
時
代
よ
り
も
南
側
に
変
更
さ
れ
、
続
命
院
の
約

二
血
北
方
の
井
柳
川
沿
い
の
下
中
杖
遺
跡
で
は
、
平
安
前
期
の
輸
入
開

始
期
の
越
州
窯
青
磁
な
ど
が
多
数
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
三
根
町
天
建

寺
遺
跡
で
も
九
世
紀
中
頃
の
遺
物
が
出
土
し
て
お
り
、
九
世
紀
ご
ろ
か

ら
こ
の
地
帯
は
新
し
い
歴
史
段
階
に
入
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
し
て
平
安
末
期
に
な
る
と
、
神
埼
荘
の
経
営
に
か
か
わ
る
遺
構

を
は
じ
め
と
し
て
、
新
た
な
遺
構
の
展
開
が
こ
の
ク
リ
ー
ク
地
帯
の
徴

高
地
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

(
3
5
)

と
こ
ろ
で
『
三
根
町
史
』
で
は
、
正
応
五
年
の
『
肥
前
河
上
官
造
営

用
途
支
配
惣
田
数
注
文
』
の
荘
園
分
の
一
所
と
し
て
「
続
命
院
四
十

(
3
6
)

三
丁
七
反
」
と
み
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
田
地
を
三
根
町
続
命
院
周
辺

の
こ
と
と
し
、
大
宰
府
続
命
院
の
寺
領
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
注
文
は
河
上
社
の
造
営
の
た
め
の
一
国
平
均
役
賦
課
の
単
位
を
列
挙

し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
続
命
院
周
辺
が
中
世
を
つ
う
じ
て
一
つ
の
単

(
3
7
)

位
所
領
と
し
て
存
続
し
て
い
た
こ
と
は
こ
こ
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る

が
、
続
命
院
が
大
宰
府
続
命
院
の
寺
領
で
あ
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。

(
つ
J

。
U
)

続
命
院
の
大
宰
府
続
命
院
寺
領
説
は
、
地
名
辞
書
な
ど
に
依
拠
し
た
俗
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説
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
し
、
管
見
の
限
り
で
は
中
世
に
お
け

る
領
家
は
不
明
で
あ
る
。

三
根
町
続
命
院
は
、
奈
良
・
平
安
初
期
の
地
域
開
発
の
な
か
で
中
心

的
な
地
区
か
ら
や
や
離
れ
た
沖
積
平
野
の
な
か
に
占
定
さ
れ
た
墾
田
地

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
物
流
の
視
点
で
い
え
ば
交
通
体
系

等
の
変
化
に
よ
り
重
要
な
地
理
的
位
置
を
し
め
る
よ
う
に
な
り
、
墾
田

地
の
一
部
を
中
心
に
「
荘
」
的
施
設
が
確
保
さ
れ
た
こ
と
も
予
想
さ
れ

る
。
平
安
中
期
以
降
は
領
主
制
の
成
立
・
展
開
し
、
単
位
所
領
と
し
て

の
ま
と
ま
り
を
維
持
で
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
ゾ
ク
、
、
、
ヨ
ウ
イ
ン
を
称
す
る
三
カ
所
の
、
前
近
代
に
お
け
る

歴
史
的
展
開
を
、
現
地
の
観
察
を
ふ
ま
え
な
が
ら
そ
の
概
況
を
述
べ
た

が
、
三
者
に
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
(
A
)
　
こ
れ
ら
の
地
域
が
い

わ
ゆ
る
乾
田
地
帯
で
は
な
く
、
湿
田
地
帯
に
属
す
る
こ
と
、
(
B
)
古

墳
時
代
か
ら
奈
良
時
代
に
開
発
、
遺
構
が
展
開
す
る
地
域
の
周
辺
部
に

位
置
し
、
そ
の
意
味
で
は
後
次
的
開
発
の
対
象
と
な
っ
た
地
域
で
あ
る

こ
と
、
(
C
)
条
里
プ
ラ
ソ
が
展
開
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
(
D
)
水
運

の
利
用
が
可
能
な
立
地
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
　
(
E
)
中
世
以
降
も
ひ

と
つ
の
単
位
所
領
と
し
て
領
主
制
支
配
が
展
開
し
た
地
域
で
あ
る
こ
と

な
ど
で
あ
る
。
こ
う
し
た
地
域
的
特
性
は
、
大
事
府
続
命
院
の
別
置
段

階
で
の
政
治
的
・
社
会
的
諸
問
題
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
以
下
、
そ
の
点
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

(
二
)
・
「
ゾ
ク
ミ
ョ
ウ
イ
ン
」
墾
田
の
占
定
と
そ
の
歴
史
的
意
義

前
項
で
は
ゾ
ク
ミ
ョ
ウ
イ
ン
地
名
の
三
か
所
に
つ
い
て
検
討
を
加
え

て
き
た
が
、
こ
れ
以
外
に
現
段
階
に
お
け
る
管
見
の
範
囲
で
は
、
ゾ
ク

(
3
9
)

ミ
ョ
ウ
イ
ン
地
名
は
九
州
に
は
存
在
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
他
の
地
域
に

続
命
院
墾
田
が
占
足
さ
れ
た
可
能
性
は
否
定
L
が
た
い
が
、
続
命
院
創

匿
の
際
の
墾
田
総
面
積
が
二
四
町
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
占
定
作
業
や

経
営
さ
ら
に
穫
稲
の
運
搬
な
ど
を
勘
案
す
る
と
小
規
模
墾
田
の
占
有
は

考
え
が
た
い
こ
と
、
ま
た
中
世
以
後
の
所
領
の
単
位
が
七
町
か
ら
四
〇

町
で
あ
り
、
後
世
の
分
割
相
続
や
耕
地
拡
大
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
か

り
に
存
在
し
た
と
し
て
も
二
、
三
箇
所
を
越
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た

が
っ
て
、
前
項
で
指
摘
し
た
ゾ
ク
ミ
ョ
ウ
イ
ン
の
地
の
特
性
は
、
続
命

院
創
匿
の
際
に
占
足
さ
れ
た
墾
田
を
中
心
と
す
る
場
所
が
有
し
て
い

た
、
地
域
的
特
性
と
し
て
普
遍
化
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

続
命
院
の
経
済
的
基
盤
は
、
創
匿
の
際
に
占
定
し
た
墾
田
二
四
町

か
ら
の
獲
稲
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で

い
う
墾
田
と
は
、
開
墾
予
定
地
と
し
て
の
墾
田
で
は
な
く
、
既
墾
地
と

し
て
の
墾
田
す
な
わ
ち
治
田
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ

ぅ
。
そ
の
場
合
、
律
令
的
土
地
制
度
の
な
か
で
最
も
田
主
権
が
強
固
で

あ
っ
た
治
田
を
、
な
ぜ
ど
の
よ
う
に
し
て
占
定
・
占
有
し
え
た
の
か
を

検
討
し
て
い
く
こ
と
が
、
続
命
院
創
置
の
事
情
を
理
解
す
る
う
え
で
重

要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

、

こ
の
続
命
院
墾
田
(
以
後
治
田
と
記
述
す
る
)
　
の
占
定
に
つ
い
て
、

倉
住
氏
は
弘
仁
末
年
の
公
営
田
設
置
と
い
う
よ
う
な
管
内
諸
国
田
畝
の

再
検
討
の
な
か
で
行
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
大
局
的
に
は

正
鵠
を
え
た
見
解
で
あ
る
が
、
占
定
・
占
有
の
対
象
地
の
相
違
を
ふ
ま

え
た
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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続命院の別置とその経済的基盤(西別肝)

周
知
の
よ
う
に
公
営
田
制
は
、
西
海
道
九
国
の
口
分
田
]
ハ
五
六
七
七

町
・
桑
田
一
〇
九
一
〇
町
の
う
ち
、
口
分
田
五
八
九
四
町
と
乗
田
六
二

(
1
0
)

〇
一
町
を
占
定
し
て
特
異
な
経
営
を
行
う
制
度
で
あ
る
。
拙
稿
A
で
指

摘
し
た
よ
う
に
、
公
営
田
制
に
編
入
し
た
耕
地
は
、
弘
仁
年
間
以
来
の

飢
庄
・
疫
病
に
よ
っ
て
死
去
し
た
公
民
の
耕
作
し
て
い
た
口
分
田
や
、

家
族
全
員
が
死
去
し
て
残
さ
れ
た
口
分
田
(
絶
戸
田
)
を
充
用
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
残
さ
れ
た
耕
地
は
こ
の
よ
う
な
国
家
的
管
理
の

土
地
ば
か
り
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
既
墾
地
に
切
り
添

え
ら
れ
た
治
田
や
新
し
く
開
墾
し
た
治
田
の
な
か
に
も
、
そ
の
墾
田
主

が
死
亡
し
た
り
、
民
力
の
衰
退
の
な
か
で
放
棄
さ
れ
た
も
の
が
存
在
し

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
民
力
の
衰
退
時
に
は
、
ど
の
よ
う
な
耕
地
が
放
棄
さ
れ

る
の
か
。
そ
れ
は
、
生
産
性
の
低
い
耕
地
か
ら
放
置
さ
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
古
代
に
お
け
る
生
産
性
の
低
い
耕
地
と
は
、
土

壌
が
常
時
還
元
的
状
態
に
お
か
れ
て
有
機
物
の
分
解
が
緩
慢
で
あ
り
、

し
か
も
地
温
が
上
昇
し
に
く
い
湿
田
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
で
あ
ろ
う
。
湿
田
耕
作
が
、
経
営
的
に
不
安
定
な
状
態
に
お
か
れ
た

ー〓-

こ
と
は
、
初
期
荘
園
の
事
例
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま

た
、
一
般
的
に
は
、
古
代
の
耕
地
は
弥
生
時
代
の
湿
田
地
帯
か
ら
半
乾

田
さ
ら
に
乾
田
地
帯
に
す
す
み
、
奈
良
時
代
後
半
以
降
に
湿
田
地
帯
の

計
画
的
開
発
に
条
里
制
的
地
割
り
を
と
も
な
っ
て
展
開
す
る
よ
う
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
奈
良
時
代
後
半
以
降
の
不
作
・
飢
饉
の
な
か
で
、

比
較
的
耕
作
放
棄
の
対
象
と
な
る
の
は
、
こ
う
し
た
湿
田
地
帯
の
条
里

地
割
り
が
展
開
す
る
地
域
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
民
力
の
衰
退
の
な
か

で
、
生
産
性
の
高
い
乾
田
地
帯
の
水
田
維
持
が
優
先
さ
れ
る
の
は
、
当

然
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

小
野
等
守
が
占
定
(
実
際
に
は
各
国
国
司
を
つ
う
じ
て
占
定
)
し
た

と
考
え
ら
れ
る
続
命
院
墾
田
の
故
地
が
、
い
ず
れ
も
条
里
地
割
り
が
展

開
す
る
湿
田
地
帯
に
比
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
続
命
院
創
置
時
の
社
会
的

状
況
の
反
映
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
弘
仁
末
期
か
ら
天
長
初
期
に

か
け
て
、
耕
作
放
棄
さ
れ
た
治
田
、
あ
る
い
は
田
主
権
所
持
者
が
死
去

し
た
治
田
が
現
出
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
治
田
の
な
か
で
も
、
生
産
性

が
低
く
、
耕
作
再
開
の
可
能
性
も
低
い
湿
田
部
分
が
、
続
命
院
の
墾
田

に
占
定
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
な

ぜ
こ
う
し
た
水
田
域
を
占
定
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
田
主
権
の
問
題
と
も
関
係
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
治

田
に
は
、
本
来
田
主
権
を
有
す
る
者
が
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
治
田
を

続
命
院
墾
田
と
し
て
運
用
す
る
た
め
に
は
、
彼
ら
の
権
利
を
否
定
な
い

し
は
凍
結
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
権
力
的
に
行
う
こ
と
も
不
可

能
で
は
な
い
が
、
続
命
院
自
体
が
国
家
的
認
知
を
え
な
い
も
の
で
あ
る

以
上
、
何
ら
か
の
法
的
根
拠
に
も
と
づ
く
行
為
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
本
来
の
田
主
権
を
否
定
で
き
る
法
的
根

拠
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
人
が
占
定
し
た
開
墾
予
定
地
を

三
年
以
内
に
治
田
と
な
し
そ
の
耕
作
を
維
持
し
な
け
れ
ば
、
空
閑
地
と

(
4
2
)

し
て
、
他
者
の
占
有
申
請
を
認
め
る
と
い
う
三
年
不
耕
の
原
則
で
あ
る
。

絶
戸
田
の
場
合
は
関
係
な
い
が
、
弘
仁
末
年
の
大
宰
府
管
内
諸
国
に
お

け
る
不
作
・
飢
饉
に
よ
る
民
力
の
低
下
で
、
放
棄
さ
れ
た
治
田
を
集
積
　
1
7

す
る
に
は
極
め
て
有
効
な
法
的
根
拠
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。



し
か
し
、
こ
う
し
た
大
字
大
弐
や
国
司
に
よ
る
墾
田
治
田
の
占
定
行

為
に
は
、
も
う
一
つ
お
お
き
な
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
延
暦
・
弘
仁

期
に
再
三
だ
さ
れ
た
国
司
の
田
地
所
有
を
制
限
す
る
官
符
の
存
在
で
あ

る
。
例
え
ば
、
弘
仁
三
年
に
は
「
応
レ
禁
下
断
国
娼
月
二
墾
田
一
井
占
中

田
地
上
事
」
と
い
う
よ
う
な
命
令
が
だ
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
法
的

制
限
を
ク
リ
ア
ー
す
る
た
め
に
は
、
占
定
を
大
弐
小
野
等
守
(
あ
る
い

は
各
国
々
司
)
　
の
行
為
と
す
る
の
で
は
な
く
、
小
野
琴
守
個
人
の
墾
田

集
積
活
動
の
形
態
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
琴
守
個
人

が
墾
田
永
年
私
財
法
の
三
年
不
耕
の
原
則
に
の
っ
と
っ
て
、
荒
廃
放
置

さ
れ
た
墾
田
治
田
の
占
有
を
各
国
国
司
に
申
請
す
る
体
裁
を
採
ら
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

続
命
院
墾
田
の
総
面
積
が
墾
田
永
年
私
財
法
に
い
う
と
こ
ろ
の
四
・

五
位
(
琴
守
は
天
長
三
年
従
四
位
下
か
ら
従
四
位
上
に
な
っ
て
い
る
)

の
占
有
制
限
額
で
あ
る
一
〇
〇
町
に
近
似
し
て
い
る
こ
と
も
、
こ
う
し

「‖-

た
占
定
方
式
を
う
ら
づ
け
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
琴
守
ら
に
と
っ
て
、
種
々
の
法
的
規
制
を
ク
リ
ア
ー
し
て
、

続
命
院
墾
田
を
確
保
す
る
に
は
、
最
も
権
利
関
係
が
あ
い
ま
い
な
ま
ま

で
推
移
す
る
可
能
性
が
た
か
い
治
田
、
す
な
わ
ち
耕
作
放
棄
の
対
象
と

な
り
や
す
い
湿
田
地
層
の
治
田
に
、
続
命
院
の
墾
田
を
求
め
ざ
る
を
え

(
4
5
)

な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
不
作
・

飢
饉
な
ど
の
被
害
を
最
も
受
け
や
す
い
階
層
が
、
ど
の
よ
う
な
墾
田
経

営
を
営
ん
で
い
た
の
か
を
示
唆
し
て
も
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
限
界
を
も
つ
続
命
院
墾
田
の
占
定
で
あ
っ
た
が
、
し
か

し
、
こ
れ
と
て
も
順
調
に
維
持
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
以
下
、
そ
の

問
題
を
考
え
、
続
命
院
公
認
の
背
景
も
検
討
し
て
お
き
た
い
。

(
三
)
統
命
院
の
公
営
化
に
つ
い
て

占
定
に
さ
い
し
て
続
命
院
墾
田
を
規
定
し
た
限
定
性
・
限
界
は
、
琴

守
の
大
弐
在
任
中
は
表
面
化
し
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
退
任
さ
ら

に
は
大
事
府
に
た
い
す
る
影
響
力
の
衰
退
と
と
も
に
、
露
呈
す
る
こ
と

と
な
る
。
大
宰
府
官
人
全
体
に
続
命
院
墾
田
の
維
持
・
運
営
の
必
要
性

が
つ
よ
く
意
識
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
国
家
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
て
い
な

い
施
設
の
管
理
・
運
営
は
負
担
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
の
で
あ

る
。
そ
の
状
況
を
等
守
は
「
地
隔
人
遠
。
執
検
難
周
。
転
以
属
人
。
更

増
疎
廃
」
と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
不
作
・
飢
饉
の
壊
滅
的
状
況
か
ら
の
回
復
に
と
も
な
う
、
農

民
な
ど
の
耕
作
意
欲
の
拡
大
は
、
当
然
、
土
地
占
有
関
係
の
再
確
認
を

も
と
め
る
事
態
が
頻
発
す
る
こ
と
も
ま
た
予
測
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
続

命
院
墾
田
は
、
そ
の
占
有
に
つ
い
て
の
公
的
確
認
が
必
要
な
状
況
に
追

い
こ
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
打
破
す
る
最
良
の
策
が
、
続
命
院
の
公
認
、
国

家
的
管
理
へ
の
移
行
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
琴
守
自
身
が

退
任
後
、
再
三
の
上
奏
を
行
っ
た
こ
と
は
史
料
に
も
み
え
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
し
か
し
、
琴
守
の
奏
上
は
、
裁
可
さ
れ
な
か
っ
た
。
当
時
の
太

政
官
政
府
内
部
に
、
地
方
政
治
の
監
督
の
あ
り
か
た
を
め
ぐ
る
政
治
路

(
4
6
)

線
の
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
理
由
は
明
確
で
は

な
い
。
山
今
守
の
死
後
そ
の
意
志
は
家
族
に
ひ
き
つ
が
れ
、
琴
守
の
厭
い

が
実
現
し
た
の
は
、
承
和
二
年
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
、
こ
の
承
和
二
年
に
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な
っ
て
裁
可
さ
れ
た
の
か
。
そ
の
理
由
も
ま
た
史
料
的
に
は
判
然
と
し

な
い
。
し
か
し
、
小
野
氏
と
続
命
院
の
周
囲
で
起
こ
っ
た
次
の
ふ
た
つ

の
出
来
事
は
、
続
命
院
の
公
営
施
設
へ
の
移
行
と
ま
っ
た
く
無
縁
で
あ

る
と
は
言
い
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
前
述
し
た
等
守

じ
弛
円

の
子
笠
が
承
和
元
年
に
造
唐
副
使
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
他
の

ひ
と
つ
は
承
和
三
年
の
神
崎
郡
で
の
六
九
〇
町
に
お
よ
ぷ
勅
旨
田
の
設

(
1
5
)

定
で
あ
る
。

遣
唐
使
が
そ
の
任
務
の
危
険
性
か
ら
、
任
命
後
さ
ま
ざ
ま
な
優
遇
処

置
の
対
象
に
な
っ
た
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
笠
自

身
も
遺
唐
副
使
へ
の
任
命
後
、
承
和
二
年
正
月
に
従
五
位
下
か
ら
従
五

(
4
9
)

位
上
と
な
り
翌
年
正
月
に
は
正
五
位
下
に
昇
叙
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
近

江
国
に
あ
る
小
野
氏
神
社
へ
の
官
符
に
よ
ら
な
い
往
来
が
小
野
氏
一
族

で
五
位
以
上
の
者
に
許
さ
れ
、
三
年
五
月
に
は
笠
の
申
請
に
よ
り
、
小

(
5
0
)

野
神
に
従
五
位
下
の
神
階
が
賜
え
ら
れ
た
こ
と
も
、
氏
族
へ
の
厚
遇
と

し
て
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
小
野
氏
へ
の
厚
遇
が
展
開
し

て
い
た
承
和
二
年
十
二
月
に
、
続
命
院
が
公
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
笠
が
達
磨
副
使
と
し
て
正
四
位
上
の
借
位
を
授
け
ら
れ
た
翌

(
5
1
)

日
で
も
あ
っ
た
。
続
命
院
公
認
の
要
因
が
奈
辺
に
あ
っ
た
か
を
直
裁
に

か
た
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

勅
旨
田
の
設
定
は
、
神
崎
郡
で
の
六
九
〇
町
に
お
よ
ぷ
空
閑
地
の
占

定
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
承
和
三
年
以
前
に
国
家
的
開
発

の
対
象
と
し
て
の
空
閑
地
を
確
定
す
る
作
業
、
い
わ
ば
校
田
の
実
施
な

い
し
は
そ
れ
以
前
に
お
け
る
肥
前
国
司
に
よ
る
既
耕
地
・
末
耕
地
の
確

認
作
業
の
進
展
を
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
校
田
は
、
班
田
の
前
提

作
業
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
が
、
平
安
時
代
に
入
る
と
校
田
の

み
で
班
田
が
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
例
は
、
複
数
存
在
し
て
い
る
。
大
宰

府
管
内
す
な
わ
ち
西
海
道
諸
国
の
校
班
田
実
施
状
況
は
、
不
明
な
部
分

も
多
い
が
、
弘
仁
十
四
年
の
公
営
田
設
置
の
際
と
、
承
和
九
～
十
年
ご

(
5
2
)

ろ
に
斑
田
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
か
り
に
こ
の
見
解
に
し
た
が
う
な
ら

ば
、
一
紀
一
行
班
田
を
国
是
と
し
て
い
た
当
時
、
両
時
期
の
中
間
ご
ろ

に
校
田
が
実
施
さ
れ
た
可
能
性
も
ま
た
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
い
ず
れ
に
し
ろ
な
ん
ら
か
の
形
で
、
国
司
に
よ
る
田
主
権
の
確
定

作
業
が
す
す
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
前
述
し
た
よ
う
に
、
神
崎
郡
は
三
根
郡
の
隣
郡
で
あ
り
、
続

命
院
の
遺
称
地
は
現
神
崎
郡
と
三
養
基
郡
の
郡
境
に
位
置
し
て
い
る
の

で
、
田
主
権
の
確
定
作
業
が
個
別
神
崎
郡
の
み
で
実
施
さ
れ
た
も
の
で

な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
琴
守
が
大
宰
大
弐
在
任
中
か
ら
保
持
し
て
き
た

続
命
院
墾
田
も
田
主
権
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
、
厳
し
い
状
況
に
追
い
こ

ま
れ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
琴
守
の
意
志
を
実
現
し
ょ
う

と
し
た
琴
守
遺
族
が
、
承
和
初
年
に
必
死
の
運
動
を
展
開
し
た
こ
と
は

容
易
に
推
測
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
運
動
が
、
承
和
二
年
の
続

命
院
公
認
に
結
実
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お

わ

り

に

土
地
制
度
や
土
地
の
占
有
状
況
は
、
具
体
的
な
土
地
(
耕
地
)
と
人

間
と
の
関
係
性
の
表
現
で
あ
る
。
そ
し
て
耕
地
は
、
人
間
の
自
然
を
対
　
1
9

象
化
す
る
営
み
の
産
物
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
こ
に
ほ
、
対
象
化
の
過



程
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
素
朴
な
疑
問
か
ら
、

続
命
院
と
い
う
、
切
な
い
ほ
ど
直
裁
な
地
名
を
冠
す
る
地
域
を
歩
く
こ

と
を
思
い
た
っ
た
。
歩
く
こ
と
に
よ
っ
て
え
ら
れ
た
情
報
は
、
続
命
院

墾
田
の
占
定
過
程
を
具
体
的
に
考
え
、
か
つ
続
命
院
の
置
か
れ
た
状
況

を
考
え
る
う
え
で
、
極
め
て
有
益
な
資
料
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
本
稿

で
の
試
み
が
、
十
分
に
初
期
の
目
標
に
到
達
し
え
た
か
ど
う
か
、
い
さ

さ
か
心
も
と
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
今
後
も
こ
う
し
た
研
究
手
法
の

つ
み
か
さ
わ
に
よ
っ
て
、
地
域
・
空
間
に
視
座
を
す
え
、
そ
こ
か
ら
文

字
史
料
に
表
現
し
き
れ
て
い
な
い
情
報
を
補
っ
て
い
く
方
法
論
を
模
索

す
る
こ
と
を
期
し
て
、
掴
筆
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

註
(
1
)
　
「
祥
瑞
出
現
と
国
司
行
政
」
(
日
本
歴
史
五
五
六
号
、
一
九
九
四
年
)

(
2
)
　
「
公
営
田
政
策
の
背
景
」
(
『
東
ア
ジ
ア
と
日
本
』
歴
史
編
所
収
、
一

九
八
七
年
吉
川
弘
文
館
刊
)
、
以
下
本
文
中
で
引
用
す
る
場
合
は
拙
稿

A
と
記
述
す
る
。

(
3
)
　
「
大
宰
府
続
命
院
の
建
置
」
(
九
州
歴
史
資
料
館
研
究
論
集
十
二
一

九
八
六
年
)
.
.

(
4
)
　
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
l
仁
寿
二
年
十
二
月
突
未
(
二
十
二
日
)
粂

(
5
)
　
『
日
本
古
代
氏
族
人
名
辞
典
』
(
一
九
九
〇
年
吉
川
弘
文
館
刊
)
を
参

照
。
た
だ
し
天
長
五
年
に
続
命
院
の
設
置
を
建
議
し
認
め
ら
れ
た
と
す

る
の
は
誤
り
。

(
6
)
　
家
族
と
は
、
こ
の
前
年
の
承
和
元
年
に
遣
唐
使
に
任
命
さ
れ
て
い
た

小
野
笠
も
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
続
命
院
の
公
的
管
理
へ
の
移
管
は
、

後
述
の
ご
と
く
笠
の
遣
唐
使
任
命
を
配
慮
し
た
も
の
か
と
も
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
右
大
臣
清
原
夏
野
の
母
は
『
公
卿
補
任
』
弘
仁
十
四
年
夏
野

項
尻
付
で
は
小
野
縄
手
売
(
小
野
朝
臣
家
主
)
　
と
あ
る
。
彼
女
は
、
小

野
氏
系
図
(
『
尊
卑
分
泳
』
『
群
書
類
従
』
『
続
群
書
類
従
』
所
収
)
　
な

ど
に
は
確
認
で
き
な
い
が
、
小
野
氏
と
の
関
係
の
濃
さ
が
推
察
さ
れ
る
。

(
7
)
　
拙
稿
「
九
世
紀
の
大
宰
府
と
国
司
」
(
『
新
版
・
古
代
の
日
本
③
九
州

・
沖
組
』
一
九
九
一
年
角
川
書
店
刊
)
　
で
、
こ
の
間
の
状
況
や
後
述
の

大
字
府
の
行
政
的
特
異
性
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

(
8
)
　
『
頬
異
三
代
格
』
巻
一
七
弘
仁
十
三
年
三
月
二
十
六
日
官
符

(
9
)
　
拙
稿
「
平
安
初
期
の
政
治
基
調
に
つ
い
て
」
(
史
学
研
究
二
二
七
号
、

一
九
七
七
年
)

(
1
0
)
　
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
(
一
七
〇
三
年
編
纂
)
一
九
八
八
年
校
訂
版
、

文
献
出
版
刊

(
‖
)
　
『
太
宰
管
内
志
』
(
一
八
四
一
年
著
)
一
九
三
四
年
太
宰
管
内
志
刊
行

会
刊

(
1
2
)
　
川
添
昭
二
氏
編
『
福
岡
県
の
歴
史
』
一
九
九
七
年
山
川
出
版
社
刊

(
1
3
)
　
筑
紫
野
市
・
春
日
市
・
大
野
城
市
・
筑
紫
郡
編
、
一
九
八
〇
年
福
岡

県
教
育
委
員
会
刊

(
1
4
)
　
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日
条
、
同
貞
観
十

五
年
十
二
月
二
日
灸

.
(
1
5
)
　
観
山
猛
氏
『
大
宰
府
都
蝮
の
研
究
』
二
九
六
九
年
吼
問
責
房
刊
)
、

岸
俊
男
氏
「
大
事
府
と
都
城
制
」
(
『
大
宰
府
古
文
化
論
叢
』
上
、
一
九

八
三
年
吉
川
弘
文
館
刊
)
、
金
田
章
裕
氏
『
古
代
日
本
の
景
観
』
第
三

章
(
一
九
九
三
年
吉
川
弘
文
既
刊
、
初
出
は
一
九
八
九
、
一
九
九
二
年
)
、

狭
川
真
一
氏
「
大
宰
府
の
粂
坊
」
(
月
刊
文
化
財
三
〇
二
、
一
九
八
八

年
)
、
同
氏
「
大
宰
府
粂
坊
の
復
原
」
(
条
里
制
研
究
六
、
一
九
九
〇
年
)
、

20
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倉
住
靖
彦
氏
「
都
市
大
字
府
を
め
ぐ
る
若
干
の
考
察
」
(
九
州
歴
史
資

料
館
研
究
論
集
一
五
、
一
九
九
〇
年
)

『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
三
年
十
月
甲
辰
(
十
日
)
条

2120
(
2
2
)

(
2
3
)

(
2
4
)

(
2
5
)

(
2
6
)

(　　　　　　　　　　　(

28　　27

倉
住
氏
江
(
1
5
)
　
論
文

『
日
本
列
島
等
竿
頭
地
図
集
成
Ⅴ
』
(
一
九
九
四
年
科
学
書
院
刊
)

所
収日

野
尚
志
「
筑
前
国
那
珂
・
庸
田
・
柏
屋
・
御
笠
四
郡
に
お
け
る
条

里
に
つ
い
て
」
(
佐
賀
大
学
教
育
学
部
研
究
論
集
二
四
、
一
九
七
六
年
)

で
も
条
里
地
割
り
の
実
施
が
確
認
さ
れ
る
。

『
福
岡
県
史
資
料
』
第
七
輯
(
一
九
三
七
年
福
岡
県
刊
)
所
収

『
筑
紫
野
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
八
集
　
山
家
地
区
圃
場
整
備

事
業
関
係
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
』
　
(
一
九
九
〇
年
筑
紫
野
市
教
育

委
員
会
刊
)

川
添
昭
二
氏
編
『
嘉
穂
地
方
史
　
古
代
中
世
編
』
一
九
六
八
年
嘉
穂

地
方
史
編
纂
委
員
会
刊

『
福
岡
鯨
史
資
料
』
第
一
輯
(
一
九
三
二
年
福
岡
県
刊
)

筑
紫
野
市
『
岡
田
地
区
遺
跡
群
Ⅱ
・
Ⅲ
』
(
一
九
九
八
年
筑
紫
野
市

教
育
委
員
会
刊
)

「
萩
藩
閥
閲
録
」
巻
一
二
一
ノ
二
周
布

以
上
周
辺
の
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
犀
川
町
教
育
委
員
会
刊
の
『
木
山

廃
寺
跡
』
(
一
九
七
五
年
)
、
『
城
井
遺
跡
群
』
(
一
九
九
二
年
)
、
『
城
井

遺
跡
群
Ⅱ
』
(
一
九
九
四
年
)
な
ど
を
参
照
し
た
。

伊
藤
尾
四
郎
編
著
(
一
九
一
八
年
)
、
一
九
七
五
年
美
夜
古
文
化
懇

話
会
覆
刻

続
命
院
項
、
一
九
八
五
年
角
川
書
店
刊

(
3
2
)

(
3
3
)

(
3
4
)

(
3
5
)

(
3
6
)

(
3
7
)

「
郷
土
『
さ
い
が
わ
』
の
歩
み
」
(
犀
川
町
郷
土
誌
研
究
会
刊
『
郷
土

誌
さ
い
が
わ
』
五
、
一
九
八
六
年
)

犀
川
町
一
九
九
四
年
三
月
刊

以
下
、
三
根
町
続
命
院
周
辺
の
考
古
学
的
知
見
に
つ
い
て
は
、
『
三

根
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
集
　
菰
ノ
江
遺
跡
』
(
一
九
八
一
年
同

町
教
委
刊
)
、
『
同
第
二
集
　
天
建
寺
土
井
内
遺
跡
』
(
一
九
八
五
年
刊
)
、

『
同
第
三
集
　
本
分
三
本
柳
遺
跡
』
(
一
九
八
六
年
刊
)
、
七
田
忠
昭
「
肥

前
国
神
埼
郡
に
お
け
る
駅
路
と
周
辺
の
官
街
的
建
築
群
の
調
査
」
(
条

里
制
研
究
四
、
一
九
八
八
年
)
、
『
千
代
田
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
九

集
　
藤
ノ
木
西
分
遺
跡
I
・
直
島
四
本
松
遺
跡
』
(
一
九
八
九
年
同
町

教
委
刊
)
、
蒲
原
宏
行
「
古
墳
と
豪
族
」
(
『
風
土
記
の
考
古
学
⑤
』
一

九
九
五
年
同
成
社
刊
行
)
　
な
ど
を
参
照
。

『
佐
賀
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
〇
九
集
　
佐
賀
県
地
籍
図
集
成

三
』
(
一
九
九
二
年
佐
賀
県
教
委
刊
)

『
平
安
遺
文
』
第
一
巻
所
収
。

『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
四
一
佐
賀
県
』
資
料
編
小
字
一
覧
、
一

九
八
二
年
角
川
童
自
店
刊
。

一
九
八
四
年
三
根
町
史
編
纂
委
員
会
刊

『
鎌
倉
遺
文
』
第
二
三
巻
所
収

前
注
文
書
に
み
え
る
田
数
四
三
町
の
ほ
か
、
「
弘
安
四
年
蒙
古
合
戦

勲
功
賞
肥
前
国
米
多
続
命
院
配
分
事
」
(
『
肥
前
国
神
崎
荘
史
料
』
一
九

七
五
年
吉
川
弘
文
館
刊
所
収
)
　
に
「
米
多
続
命
」
「
屋
敷
　
続
命
院
村
」

な
ど
の
記
載
が
み
え
る
。
ま
た
文
和
二
年
一
色
道
猷
充
行
状
写
(
『
南

北
朝
遺
文
九
州
』
第
三
巻
所
収
)
　
で
は
、
続
命
院
内
の
田
地
五
町
が
綾

部
新
次
郎
に
充
て
行
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
秋
吉
氏
相
伝
文
書
覚
書
　
2
1



写
」
(
『
豊
後
国
荘
園
公
領
史
料
集
成
四
上
』
一
九
八
七
年
別
府
大
学
附

属
図
書
館
刊
、
所
収
)
　
に
は
嘉
暦
元
年
八
月
八
坂
盛
継
が
「
肥
前
国
米

多
続
命
院
地
頭
職
」
な
ど
を
子
乙
寿
九
に
譲
与
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。
米
多
荘
は
、
宇
佐
宮
を
領
家
と
す
る
荘
園
と
太
宰
府
天
満
宮
を

領
家
と
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。

(
謂
)
+
注
　
(
3
4
)
　
の
ほ
か
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
四
二
　
佐
賀
県
の
地
名
』

(
一
九
八
〇
年
平
凡
社
刊
)
　
な
ど
。

(
3
9
)
　
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
の
九
州
各
県
版
の
資
料
編
小
字
一
覧
、

注
(
2
0
)
文
献
、
『
平
安
遺
文
』
『
鎌
倉
遺
文
』
『
南
北
朝
遺
文
・
九
州

編
』
所
載
の
中
世
前
期
文
書
類
な
ど
で
は
、
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

(
4
0
)
　
『
類
型
二
代
格
』
巻
十
五
弘
仁
十
四
年
二
月
二
十
一
日
太
政
官
謹
奏

(
4
1
)
　
た
と
え
ば
東
大
寺
領
越
前
国
道
守
荘
で
は
、
低
湿
地
を
占
田
し
て
い

た
田
辺
来
女
の
墾
田
が
東
大
寺
に
併
合
さ
れ
て
い
る
。
低
湿
地
の
開
発

に
お
け
る
低
位
性
・
後
次
性
に
つ
い
て
は
金
田
章
裕
氏
「
古
代
・
中
世

に
お
け
る
水
田
景
観
の
形
成
」
(
『
稲
の
ア
ジ
ア
史
2
』
一
九
八
七
年
小

学
館
刊
)
、
八
賀
晋
氏
「
古
代
の
農
耕
と
土
壌
」
(
『
古
代
の
日
本
』
二
、

一
九
七
一
年
角
川
書
店
刊
)
な
ど
を
参
照
。

(
氾
)
・
苫
田
孝
氏
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
第
Ⅴ
章
(
一
九
八
三
年
岩

波
書
店
刊
、
初
出
は
一
九
六
七
年
)
、
拙
稿
「
奈
良
朝
前
半
の
墾
田
法

に
つ
い
て
」
(
日
本
史
研
究
二
三
一
、
一
九
八
一
年
)

(
4
3
)
　
『
類
堅
二
代
格
』
巻
十
五
弘
仁
三
年
五
月
三
日
官
符

(
4
4
)
　
平
安
初
期
に
私
財
法
の
制
限
額
が
有
効
で
あ
っ
た
か
否
か
は
論
議
が

あ
る
が
、
弘
仁
二
年
に
墾
田
占
有
方
式
に
つ
い
て
「
応
下
占
二
田
些
依
小

町
段
数
上
事
」
と
い
う
官
符
(
『
類
型
二
代
格
』
巻
十
五
弘
仁
二
年
二
月

三
日
官
符
)
が
だ
さ
れ
、
町
段
に
よ
る
占
定
が
指
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
厳
密
な
運
用
で
は
な
く
と
も
こ
れ
に
近
い
制
限
は
残
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(
4
5
)
　
こ
の
よ
う
な
田
品
の
側
面
だ
け
で
な
く
、
続
命
院
遣
称
地
が
、
河
川

に
面
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
い
は
勘
案
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際

に
、
筑
紫
野
市
の
俗
明
院
は
、
肥
前
続
命
院
墾
田
か
ら
の
物
資
の
集
積

地
的
役
割
を
果
た
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味

で
は
、
筑
紫
野
市
俗
命
院
を
墾
田
地
と
の
み
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、

荘
所
的
役
割
が
期
待
さ
れ
た
地
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
段

階
で
は
推
定
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

(
坐
　
笠
井
純
一
氏
「
平
安
初
期
国
司
観
察
制
度
の
展
開
を
め
ぐ
っ
て
」
(
ヒ

ス
ト
リ
ア
七
〇
、
一
九
七
六
年
)
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『
抗
日
本
後
紀
』
承
和
元
年
正
月
庚
午
(
十
九
日
)
粂

『
類
界
国
史
』
巻
一
五
九
承
和
三
年
十
月
英
亥
(
二
十
七
日
)
粂

『
続
日
本
後
紀
』
承
和
二
年
正
月
英
丑
(
七
日
)
条
、
な
ら
び
に
同

三
年
正
月
丁
未
(
七
日
)
粂

(
5
0
)
　
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
元
年
二
月
辛
丑
(
二
十
日
)
条
、
な
ら
び
に

同
三
年
五
月
庚
子
(
二
日
)
条

(
5
1
)
　
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
二
年
十
二
月
壬
中
(
二
日
)
条
、
な
ら
び
に

同
月
英
酉
(
三
日
)
粂

(
5
2
J
 
H
坪
陛
朗
『
上
代
政
治
社
会
の
研
究
』
第
Ⅲ
責
・
二
九
六
九
年
吉
川
弘

文
館
刊
、
初
出
は
一
九
五
八
年
)

本
稿
は
、
一
九
九
七
年
度
文
部
省
日
学
研
究
費
補
助
金
(
基
態
研
究
C
研
究

課
題
「
平
安
初
期
に
お
け
る
西
海
道
の
地
域
政
治
史
的
研
究
」
)
　
の
交
付
に
も

と
づ
く
研
究
成
果
の
一
誌
で
あ
る
。

(
広
島
大
学
文
学
冨
)



The Establishment of Zokumyoin (統命院),
and it s Financial Base

Motoka NISHIBEPPU

Zokumyoin is a weary travelers lodging what was established by Minemori Ono (小

野等守). I intend to study, in this paper, the reason for the establishment and financial

base. When Minemori started to assume change in the Dazaifu (大宰府Kyusyu

regional office) Vice-Minister (大宰大弐), Saikaido (西海道ancient name of Kyusyu)

provincial governorment's business was delayed by misgovernment of The Central

Government, and the region was devastated by annual failed and espidmic. The ex-

pressly point out is the wretched life of travelers who were remainingin Dazaifu Capital

for official business. Minemori tried to solve the matters by the establishment of

Zokumyoin. Financial base of Zokumyoin was the cultivated area what was abandoned

by annual failed. The place name `Zokumyoin', there's few in Kyusyu, is derived from

this area.

清末湖南省的省財政乏形成与紳士居

土　居　智　典

清末,因附若干地丁的財政部分和厘金等新税目的増加,中央政府対干税収的掌握越来越

田確。カ中央政府所不能掌握的迭些財政収入,就遂新形威力地方財政。在各省,曽生一重是

由布政使管理地丁正額。但引近新税以后,督洗除丁布攻使系統的征税途径以外,述増加丁委

員和委坤征税的新途径,及而据之掌握所増加的那部分財政収支。本塘文以湖南省地方財政

的増加和督扶対其枚利的掌握対象,着重考察丁地方財政増加特別多的太平天国吋期和1900

年代的新政吋期。

Anti-Chinese Movement in Kudus in 1918

Yuichi AKASAKI

The purpose of this paper is to consider the process of people's mobilization and or-

ganization when the anti-Chinese movement occurred in Kudus in 1918. The Chinese

religious parade caused this movement and many Chinese stores were burned. And the

organizers of this disturbance were the leaders of the Sarekat Islam.
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